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序 章

第１節 問題の所在

１ 複数使用者労働関係の増加

今日の雇用社会においては､ 雇用形態が極めて多様化してきており､
１つの使用者のもとで長期にわたり勤務するという長期雇用システムに
属するいわゆる典型雇用労働者のほか､ 非典型雇用に従事する労働者が
年々増加してきている｡ この非典型雇用労働者は､ ｢企業に直接雇用さ
れているが正社員とは区別された地位を与えられる労働者 (非正社員

(１)

)
と､ 他企業からその雇用する労働者を受け入れて利用している場合の他
企業労働者 (外部労働者) とに大別することができる

(２)

｣｡ この外部労働
力利用という形態には､ 出向

(３)

､ 労働者派遣
(４)

､ 業務下請の３つが代表的で
あり､ これらの外部労働力利用に従事する労働者の増加

(５)

に伴い､ 従来の
典型的な２者間労働関係に加えて､ 以下に示す複数使用者労働関係の重
要性が高まってきていると解される｡
本稿では､ ｢複数使用者労働関係｣ という用語を使用しているため､
まずこの用語の意味について述べたい｡
例えば､ 出向､ 労働者派遣､ 業務下請という３つの就業形態において
は､ それぞれ出向元､ 派遣元､ 下請業者が､ 労働者との雇用契約におけ
る一方当事者としての使用者である｡ しかし､ これらの就業形態におい
て､ 典型的な２者間労働関係とは異なり､ 雇用契約当事者ではない出向
先､ 派遣先､ 発注業者が､ それぞれ労働者の労働力を実際に利用してい
る (これらを本稿では ｢ユーザー企業｣ と総称する)｡ このような場合､
雇用契約の一方当事者である使用者のほか､ 労働者の労働力を利用する
他方のユーザー企業が実際に労働者の就労に関わっている｡
とはいえ､ このような就業形態におけるユーザー企業は､ 当該就業形
態に従事する労働者の法的意味での使用者ではない｡ しかし､ 学説や法
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律の規定により､ 一部の使用者としての責任が課されていると理解され
る (具体的には､ ３を参照)｡
この意味で､ これらの就業形態におけるユーザー企業は､ 当該就業形
態に従事する労働者との関係において､ 法的意味での使用者ではないに
もかかわらず､ 使用者として負うべき責任から完全に免れることができ
ない｡ そこで､ 本稿では､ これらのユーザー企業を雇用契約上の一方当
事者である使用者とは異なる意味での他方の ｢使用者｣ と捉え､ これら
の就業形態を総合して ｢複数使用者労働関係｣ という｡
ただ､ 本稿では､ アメリカ法を検討の対象とするため､ 主にアメリカ
における労働者派遣・リースや下請という就業形態を念頭において､ こ
の概念を使うことにしている｡
このような複数使用者労働関係の増加は､ 差があるものの､ 世界レベ
ルで見れば基本的にほとんどすべての国に共通する１つの趨勢となって
いる

(６)

｡ いずれの国においても､ 複数使用者労働関係は､ いわゆる非典型
雇用の中で占める割合が大きいとは言えないが､ グローバル化の進展や
労働市場の活性化の要請をうけて､ これから一層の増加が見込まれる｡
これにどのように法規制をかけるべきかという観点から､ また､ 典型雇
用についての法規制との関係という観点から注目されている｡

２ 複数使用者労働関係に伴う法的問題 使用者間の責任帰属

複数使用者労働関係は､ ２者間労働関係とは異なり､ 出向元・出向先､
派遣元・派遣先または下請業者・発注企業のような２つの使用者が労働
者の就労に関わってくることが不可避であるのが１つの特徴である｡ そ
うすると､ 使用者として果たすべき労働者に対する様々な義務は､ どち
らの使用者の責任となるべきか､ またはこの２つの使用者の間でいかに
分配されるべきかという問題が生じると思われる｡
この問題は労働者派遣において明確に現れてきたと言える｡ というの
は､ 労働者派遣において､ ｢雇用｣ と ｢使用｣ の分離が制度の前提とさ
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れ､ 派遣先は自らと雇用契約関係のない労働者を指揮命令することがで
きるからである｡ 労働者派遣には､ 従来多数の国において禁止されてい
たという背景があったことから

(７)

､ 法的に認容されている今日においては
(８)

､
前述の責任配分の問題についての回答が一層求められることになる｡
また､ 業務下請においても､ 近年のアウトソーシングの浸透に伴って､
労働者が事実上､ 下請業者より､ 発注企業に依存ないし従属して労務を
提供している場合が多い｡ そのため､ 理論的に､ いかなる状況において､
発注企業に労働者に対しての使用者としての責任を課すことができるか
が検討されるべき課題である

(９)

｡ また､ この場合､ 労働者が既に他方との
間で雇用契約関係が存在しているのにもかかわらず､ ユーザー企業の使
用者としての責任がどのように理論的に正当化され得るかという問題も
ある｡

３ 法的対応とその問題点

このため､ 以下では､ まず､ 労働者派遣と業務下請における両使用者
間の責任帰属問題についての国際労働機関､ 主要先進国及び日本の法的
対応を概観する｡

１) 労働者派遣について

ａ) 国際労働機関 ( ) の対応

労働者派遣における両使用者間の責任帰属という問題については､ 雇
用契約上の義務に関しては､ 雇用契約の一方当事者である使用者､ つま
り派遣元に課し､ その他の労働保護義務に関しては､ 両使用者間で分配
させるという法的アプローチが多くの国において共通してみられる

(10)

｡ 労
働保護法上の責任の分配というアプローチは､ はじめて労働者派遣を原
則的に承認した 第181号条約において志向されたものとも一致して
いる｡ すなわち､ 1997年に採択された 第181号条約において､ ｢国
内法及び国内慣行に従い､ 次の事項について｣､ 派遣元と派遣先の ｢そ
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れぞれの責任を決定し割り当てる｣ ことが加盟国に求められている
(11)

ので
ある｡
しかし､ 第181号条約は､ 両使用者間の責任の配分について規定
をしているが､ 十分な労働者保護を確保するための責任をどう割り当て
るかについて､ 判断枠組み等を提示していない｡

ｂ) 主要先進国の対応

一方で､ 特にヨーロッパの先進国は､ 1970年代から1980年代にかけて
労働者派遣を法的に承認しつつ規制する傾向にあり､ 労働者派遣におけ
る責任の分配についての共通点がみられる｡ つまり､ 労働者派遣に関す
る規制が存在する諸国においては､ おおよそ ｢指揮監督や賃金の支払い
という客観的な法的基準

(12)

｣ をベースに､ 雇用に関する責任が､ 派遣元と
派遣先の間で割り当てられているのである｡ このため､ ほとんどすべて
の国において､ 職場の安全衛生や基本的な労働保護は派遣先の責任とさ
れている｡ 他方､ 共通のアプローチがみられると言っても､ 責任の具体
的な配分については､ 第181号条約を批准した国の中においてもそ
れぞれ異なっている｡ 例えば､ 第181号条約では､ 責任の分担のほ
か､ 補充的責任または二次的責任についての規定がないのに対して､ 一
部の国において､ 補充的責任や共同責任という責任分担以外の方式が現
れている

(13)

｡ また､ 第181号条約において提示されている労働者保護
の範囲以外について

(14)

､ 国によっては責任の分担や共同責任が決められて
いるところもある｡ さらに､ 雇用契約上の義務に関して､ 立法措置を通
じて､ 特定の状況において派遣先に課しているところもある

(15)

｡

ｃ) 日本の対応

日本では､ その他の先進国と同じように､ 派遣元と派遣労働者間の雇
用契約の存在を尊重している｡ 労働者派遣法は､ 派遣元と労働者間に雇
用契約関係が存在し､ 労働者と派遣先の間には雇用関係が存在しないこ
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とを確認し (労働者派遣法２条１項)､ 雇用契約上の責任をすべて派遣元
に課している

(16)

｡ また､ 労働者派遣という就業形態における労働法規上の
責任の所在という問題について､ 日本においても立法で分担させるスタ
ンスを取っている

(17)

｡
つまり､ 日本では､ 労働者派遣法という特別法の中で､ 派遣先事業主
への各労働保護法規の適用を行う前提として､ 派遣先事業主を各法上の
使用者または事業主と ｢みなす｣ 旨のみなし規定が設けられている｡ 労
基法と労働安全衛生法等労働保護法規上の使用者としての義務について､
基本的に派遣元を使用者とし､ 派遣労働者の就労に関わる規定について､
派遣先を ｢使用者｣・｢事業主｣ とみなして､ 法令に基づく責任を派遣元
と派遣先で分担することになっている (労働者派遣法44条―47条)｡ つま
り､ 労働者派遣法は､ 派遣元と派遣先が ｢分担してまたは重畳的に負担
する

(18)

｣ という責任分担の枠組みを取り
(19)

､ 派遣元と派遣先の間の責任の配
分が ｢きわめて複雑で判りにく

(20)

｣ いと評価される程､ 詳しく規定されて
いるのである｡
このような責任分担枠組みの下で､ 日本では､ 労基法や労働安全衛生
法等労働保護法規上の使用者としての義務について､ 当事者間で争われ
ることは裁判例上あまりみられないが､ ｢派遣元と派遣先に使用者責任
が二分されるという基本構造｣ は､ 外国法と比べ､ ｢労働基準法や労働
安全衛生法が規定する使用者責任を単純に配分するだけという重大な問
題点を抱えている｣ とする指摘がある

(21)

｡

２) 業務下請

ａ) 国際労働機関の対応

の1997年及び1998年の総会において､ ｢不安定就労関係及び就労
条件にある従属的就労を総称する概念として｣､ ｢契約労働 (

)｣ が提唱され､ 契約労働に関する国際労働基準の条約・勧告と
いう形式による規制の必要性について討議された

(22)

｡ この契約労働に関す
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る概念には､ 業務下請という就業形態も含まれていると理解されている｡
つまり､ 契約労働に関する条約案第１条ａ項では､ ｢契約労働｣ とは､
｢ユーザー企業のために遂行される労働｣ で､ ｢契約就労者及びユーザー
企業 (自然人または法人) との間に雇用契約以外の直接的な契約上の措
置に従って労働が遂行され｣､ 又は､ ｢契約就労者が､ 下請契約者又は仲
介人によって､ ユーザー企業に供給される｣ 場合に､ ｢契約就労者が､
当該労働を､ 事実上､ ユーザー企業に依存または従属している労働条件
の下で遂行し､ かつ､ かかる条件が､ 国内法及び慣行において､ 雇用関
係を特徴づける条件に類似しているとき｣ に認められる

(23)

｡
この条約案においては､ 業務下請に従事する契約労働者に対する労働
法上の責任を､ 発注企業と下請企業の間で割り当てるべきであるとされ
ている

(24)

｡
この条約案は最終的に採択には至らなかったが､ 契約労働という概念
を提示したことに意義があり､ 本稿で言う複数使用者労働関係における
使用者間の責任帰属問題についても､ すでに において意識されて
いることが窺える

(25)

｡

ｂ) 主要先進国の対応

条約案では､ 業務下請を契約労働という概念の範囲に入れてい
るような言い方をしているが､ ３者間関係を伴う労働関係に関して､ こ
れを契約労働の問題に含めるかどうかについては議論が分かれており､
諸外国の法制においては､ これを契約労働の問題に含める国 (イギリス､
フランスなど) と含めない国 (ドイツ､ カナダなど) がある

(26)

｡ このよう
に､ 契約労働への対応は各国さまざまであり､ 業務下請の場合の使用者
としての責任の帰属問題についても､ 一致した対応がとられているとい
うわけではない｡
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ｃ) 日本の対応

日本においては､ 基本的に雇用契約当事者である下請業者が雇用契約
上および労働法規上のすべての責任を負うことになる

(27)

が､ 特別法の中に
は､ 発注企業に特別の責任を課しているものがある｡ つまり､ 建設業や
法令で特定された事業に関して､ 直接の雇用契約当事者でない元請事業
主に労災補償 (労基法87条) や労働安全衛生法 (労安衛法３条３項等) 上
の使用者としての責任を課している

(28)

｡

３) 日本法の課題

このように､ 日本では､ 複数使用者労働関係におけるユーザー企業の
労働者に対する労働法規上の義務に関して､ 特別の立法を通じて一応の
解決がされていると言える｡
他方で､ 派遣先と労働者の間の雇用契約関係の成立を求める裁判例が
多数存在しているように､ 複数使用者労働関係におけるユーザー企業の
労働者に対する労働契約上の義務に関して､ 課題が残っている｡ 裁判所
は､ ユーザー企業に使用者としての責任を負担させるために､ 黙示の労
働契約法理や法人格否認の法理という２つの法理を用いて､ 複数使用者
労働関係に関して､ ２者間の雇用契約関係の枠組みの中で法的責任の帰
属を考えようとしている (ユーザー企業と労働者間の雇用契約関係が認
められた場合､ 労働者と雇用契約一方当事者である使用者との間の雇用
契約が無効となる)｡
しかし､ 労働者とユーザー企業の間の雇用契約の成立を認めるための
黙示の労働契約法理

(29)

や法人格否認の法理は厳格に適用されており､ これ
らの法理による救済には限界がある｡

４ 中国における労働者派遣の下での使用者責任の帰属

中国では､ 労働契約制度の導入により労働市場が形成され､ 近年では
市場経済の活発化に伴い､ 労働者派遣という就業形態が先進国と比べて

アメリカにおける ｢共同使用者｣ ( ) 法理について (鄒 庭雲)54334



( )

後発的なものではあるが､ 著しい発展を遂げている｡ しかし､ 近年では､
特に労働者派遣における使用者としての責任帰属問題が顕在化している｡

１) 中国における労働者派遣の実態

中国においては､ 改革開放前から労働者派遣が存在していたが､ 当時
は､ 外資企業が中国での雇用のために､ 国は外資企業サービス業 (｢外

服公司｣ と呼ばれる) として一定範囲内のみ許可していた｡ 改革開放後､
市場経済の登場に伴い､ 雇用の形態が多様化してきており､ 労働者派遣
が急速に拡大し､ 中国の大部分の地域の多くの産業で使われるようになっ
た｡
このなかで､ 地方政府の雇用対策のもとで､ 派遣元企業の規模と数が
継続的に増加してきており､ 派遣労働者を受け入れる企業も増加する一
方である｡ また､ 派遣労働に従事する労働者の範囲も拡大し､ その中に
は､ 家政婦や建設業に従事する労働者等低技能労働者のほか､ 銀行や保
険会社等に勤めるいわゆるホワイトカラーも含まれている｡

２) 使用者責任の所在の問題の顕在化

このような流れの中で､ 中国では､ 労働者派遣について､ 雇用を増加
させたという側面は認められているが､ 派遣労働者の利益が侵害されて
いるという事例も相次ぎ問題とされている｡ 具体的には､ 派遣労働者と
他の労働者間の待遇差別のほか､ 派遣元と派遣先が手を組んで法的義務
から潜脱すること､ 派遣先企業が､ 派遣元と労働者とが法的基準を下回
るような雇用契約を締結していることを無視して労働力を利用すること､
労働者の法定休暇権利を侵害すること､ 職場の安全衛生措置を怠ること､
派遣元と派遣先がお互いに派遣労働者に対する責任について押し付けあ
うことにより､ 派遣労働者の権利が侵害される場合の救済が難しいこと
等が挙げられる

(30)

｡ これらの問題の背景には､ 中国では､ 雇用の供給が雇
用の需要を大きく上回っている実態にあること､ 労働基準の実施への管
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理監督が行き届いていないことがあると思われるが､ より重要なのは､
労働者派遣が法的規制に先行して行われるようになっており､ 特に派遣
元と派遣先の間の責任の所在が不明確という問題が顕在化してきている
ことであると思われる｡

３) 中国における法的対応の始まり

しかし､ 労働者派遣への法的規制が要請される中､ 中国では､ 労働者
派遣がついに2008年１月１日から施行された ｢労働契約法｣ の中での規
制対象とされることとなった｡ そこでは､ 派遣元・派遣先間の責任の帰
属について､ 次のような規制の枠組みがとられている｡
すなわち､ そこでは､ 派遣元は雇用契約の一方当事者である使用者と
してのすべての義務を負うが､ 派遣先も労働保護法上の一部の責任を負
うという構造がとられている｡ 具体的には､ 派遣先に対して､ 国家基準
に対応する労働条件や労働保護を提供する責任のほか､ 労働報酬につい
て派遣労働者に告知し､ 割増賃金やボーナスを支払い､ 職場に関する福
利待遇を提供するといった責任を課している (中国労働契約法62条)｡ さ
らに､ 派遣労働者に損害がもたらされた場合に､ 派遣元と派遣先が連帯
して賠償責任を負うことも明確に規定されている (中国労働契約法92条)｡
これは2007年６月に決着がついた最終案における立法措置であるが､
労働者派遣についての規制は2006年の第１次草案から議論を呼んでおり､
本稿の問題関心に関連する法規制の現在に至る経緯からみると､ 次のこ
とが指摘できる｡
まず､ 使用者が派遣労働者に対する責任について､ 最初は､ 派遣元と
派遣先が労働者派遣契約において約定することを許容していたが､ 最終
的には､ それを法的に分担させるように修正された｡
また､ 派遣元と派遣先の連帯責任の範囲について､ 当初の ｢職場にお
ける被害｣ という制限が外された｡ 具体的な範囲が不明確であり､ 今後
の行政解釈等による明確化が必要であるが､ 労働基準のみならず､ 少な
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くとも雇用契約上の一部の責任も含まれていると理解されている
(31)

｡ 同様
に､ 派遣先に課している責任の内容をみると､ 労働過程に直接関連する
義務のほか､ 本来であれば雇用契約当事者である使用者に課すべき責任
も派遣先に課していることが確認できる

(32)

｡
以上から､ 中国では､ 派遣元を雇用契約の一方当事者であることを正
面から認め､ 労働契約法における使用者としている点では日本と同様で
あるが､ 派遣先に労働過程に直接関連する部分以外の義務も課しており､
派遣元と派遣先の連帯賠償責任を法定した点では､ 日本とは異なってい
る｡ この点に中国法の特徴がみられる｡

４) ｢連帯賠償責任｣ の法的根拠

ここで､ なぜ中国は､ 労働者派遣における両使用者間の責任の所在に
ついて､ 上記のような特徴を有する規定を持つに至ったのかについて説
明しよう｡ まず､ 労働契約法の起草チームにより著された 『中華人民共
和国労働契約法釈義

(33)

』 において､ ｢労働力市場の秩序を保ち､ 派遣労働
者の利益を確保し､ 彼らが最も賠償能力のある側に賠償を要求でき､ で
きるだけ早く損失を填補できることを意図｣ するもので､ これは､ 現実
においての､ 派遣元・派遣先の間で派遣労働者に対する責任を押し付け
あうような現象に対する法的措置であると述べられている｡ この意味で､
｢連帯｣ 規定は責任の担保を意図するものであると理解できる｡
また､ 学説の中に､ アメリカの ｢共同使用者｣ 概念から影響を受け､
｢二重労働関係｣ 説や ｢共同使用者｣ 説

(34)

と主張するものがあり､ この説
が上記立法措置に大きな影響を及ぼしていると考えられる｡
すなわち､ 派遣元と派遣先の連帯責任の基礎及び理由について､ ｢派
遣先企業が労働者派遣契約に基づいて派遣元から譲渡された指示命令権
を享有し､ 実際上のユーザー企業である｣､ ｢両者 (派遣元と派遣先) は
労働者との間で事実上の 『二重労働関係』 を形成しており､ 両者の行動
には関連性を有する｣ と説明されている

(35)

｡ そして､ 多くの学説が､ 労働

九大法学97号 (2008年) 540 37



( )

契約法の制定に際して､ 派遣元と派遣先とも使用者の地位にあると見て､
連帯責任を確立すべきであるとしたのである

(36)

｡
しかし､ 現時点では､ 立法において ｢連帯｣ 規定が設けられたに留まっ
ており､ 具体的な法解釈について異なる見解の発展が予想される｡ 特に､
労働者派遣における３者間の法的関係について､ 学説には､ 派遣元と派
遣先との間でしか雇用関係が存在しないという ｢一重労働関係説

(37)

｣ のほ
か､ アメリカにおける ｢共同使用者｣ 概念に賛成する立場での ｢二重労
働関係説

(38)

｣ がある｡ このような見解の違いもあり､ 中国の労働者派遣に
おける派遣元・派遣先間の責任帰属の問題は､ 今後具体的に検討される
必要があると思われる｡
さらに､ 筆者がより重要であると考えるのは､ 派遣元と派遣先の連帯
責任を法定する措置が､ いかなる法的根拠を有し､ どこまで合理性を有
するかの問題が検討されることである｡

第２節 本稿の課題と構成

１ 本稿の課題と視点

上にも述べたように､ 労働者派遣及び業務下請という複数使用者労働
関係の下での使用者としての責任の帰属問題は､ 日本においても検討す
べき課題である｡ つまり､ 複数使用者労働関係がますます多様化するな
かで､ 使用者として果たすべき様々な責任の主体を､ 複雑な関係の中で
特定することの必要性が大きくなると考える｡
また､ これは中国においても迫ってきている課題であり､ 労働者派遣
の増加や派遣元と派遣先の連帯賠償責任の法定に伴い､ 理論的には一層
その重要性が増してきている｡
ここで､ 中国法が影響を受けた共同使用者概念の母国アメリカをみる
と､ そこでも､ 複数使用者労働関係をめぐって､ ユーザー企業の労働者
に対する労働法上の責任 (各労働法規上の使用者としての責任) の存否
がしばしば争われている｡ 裁判所は､ 各労働法規の趣旨・目的に応じた
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一定の判断基準に基づき､ ｢共同使用者｣ 法理を通じて､ 同一の被用者
につき､ 複数の者が使用者に該当しうるとしている｡ ユーザー企業が
｢共同使用者｣ と認められる場合の法的効果は制定法によって異なるが､
原則として､ 労働者の直接的な使用者と共同して労働者に対して労働法
規上の責任を負わされる｡
そこで､ 上記を踏まえ､ 本稿では､ 複数使用者労働関係における労働
法上の使用者責任の帰属という問題意識のもとで､ 第１節の４で述べた
中国における ｢二重労働関係｣ 説や ｢連帯｣ 規定に影響を及ぼしたアメ
リカの ｢共同使用者｣ 概念について詳しく検討したい｡ ただ､ 本稿では､
｢共同使用者｣ 法理の適用のうち､ 特に裁判例の蓄積が多く､ そして契
約的関係がベースにあると考えられる最低賃金や割増賃金の支払い義務
について､ ｢共同使用者｣ 法理の展開とその特徴を明らかにすることと
する｡
他方で､ アメリカの ｢共同使用者｣ 概念は専ら労働法規上適用される
概念である｡ また､ アメリカと日本とでは､ 複数使用者労働関係におけ
る ｢使用者｣ の定義との関係で､ その法的基礎に違いがあることは否定
できない｡ このため､ 日本とアメリカの法的対応を機械的に比較するこ
とはできない｡ しかしながら､ 両国における議論は､ 複数使用者労働関
係におけるユーザー企業の労働者に対する労働法上の使用者責任という
問題関心において共通している｡ また､ 両国において､ 一定の場合に､
一定の判断基準のもとでユーザー企業に使用者としての責任を拡張させ
るというアプローチにおいても共通していると言える｡ この意味で､ 日
本と異なる対応を取っているアメリカ法を検討することにはなお意義が
あろう｡

２ 本稿の位置づけと構成

本稿の検討対象であるアメリカにおける ｢共同使用者｣ 概念について､
日本では､ 既に次の論文が書かれている｡ 藤川論文では､ アメリカの労
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働者派遣の現状と役割､ 労働者派遣の場合､ ｢共同使用者｣ 概念がどの
ようにそれぞれの雇用法制に組み込まれているか､ そして､ 特にアメリ
カ労使関係法の領域における共同使用者の責任について書かれている

(39)

｡
奥野論文では､ アメリカにおける労使関係法上の ｢単一使用者｣ 法理・
｢共同使用者｣ 法理を､ その判断基準を中心に検討され､ そして､ 日本
法を念頭において考えた場合の特徴が指摘されている

(40)

｡
本稿は､ 複数使用者労働関係における両使用者間の責任の帰属という
視点､ すなわち､ アメリカでは､ 従来の典型雇用とは区別される複数使
用者労働関係について､ どのように使用者としての責任を雇用契約当事
者でない者に拡張しているかという角度から､ アメリカにおける ｢共同
使用者｣ 法理について検討したい｡ このような目的から､ ｢共同使用者｣
法理の適用について､ 労働者派遣という就業形態に限ることなく､ 当該
概念の生成と発展の経緯を含めて検討する｡ また､ 典型雇用において､
契約的関係がベースにあると考えられる使用者としての責任の ｢拡張｣
を中心にみるため､ 基本的に契約的関係の有無に関係なく使用者として
の責任が認められる労使関係法の領域ではなく､ 公正労働基準法におけ
る ｢共同使用者｣ 法理の適用､ 特にその適用に際しての裁判所の判断の
変遷に注目する｡
そこで､ 本稿は､ 次のように考察する｡
第１章では､ アメリカにおける ｢共同使用者｣ 法理が適用される背景
等を概観したうえで､ 当該概念や法理がアメリカで現れた経緯､ 雇用法
領域における初期の発展及び労使関係法における適用について検討する｡
第２章では､ 公正労働基準法上の ｢使用者｣ の定義､ それに関する初
期の裁判所の判断､ ｢共同使用者｣ 地位を暗黙のうちに認めた合衆国最
高裁判決の登場､ ならびに連邦労働省行政規則による ｢共同使用者｣ 概
念の確認をみていく｡
第３章では､ 公正労働基準法における ｢共同使用者｣ 法理の適用に関
して､ その判断基準の変遷､ 特徴及び問題点を考察する｡
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最後に､ アメリカにおける複数使用者労働関係の下での ｢共同使用者｣
法理の目的､ 特徴､ メリットと限界等を指摘する｡

注
(１) 非正社員の中の一部分､ 例えば契約社員やパート､ 嘱託などが考えら
れる｡

(２) 菅野和夫 『新・雇用社会の法 (補訂版)』 (有斐閣､ 2004年) 278頁｡
(３) 企業が子会社・関連会社等に､ 技術指導､ 社員研修､ リストラなどの
目的で自企業の従業員を一定期間送り込む形態であり､ 日本の長期雇用
システムを背景として広く日常的に行われている (菅野・前掲注２､ 279
頁)｡

(４) ｢労働者派遣法｣ によって定義された就業形態である｡ つまり､ ｢自己
の雇用する労働者を､ 当該雇用関係の下に､ かつ､ 他人の指揮命令を受
けて､ 当該他人のために労働に従事させることをいい､ 当該他人に対し
当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないも
のとする｣ (労働者派遣法２条１項)｡

(５) 例えば､厚生労働省が発表した労働者派遣事業の事業報告によると､
2006年度の派遣労働者数は前年度比26 1％増の321万人と過去最高を更新
した｡ また､ 近年､ 企業がその業務の一部を外部に切り出し､ 外部企業
を通じて労働力を調達する形態が急速に増加している｡ 鎌田耕一編 『契
約労働の研究』 (多賀出版､ 2001年) 81頁を参照｡

(６) 各国における2006年度の派遣労働者の全労働者に占める割合について､
日本では2 52％､ フランスでは2 4％､ ドイツでは1 3％､ オランダでは2 5
％､ アメリカでは２％､ イギリスでは4 5％となっている (独立行政法人
労働政策研究・研修機構 『データブック国際労働比較 2008年版』 第3 12
表)｡

(７) 日本においても､ 労働者派遣が労働者供給事業の１つの形態として職
業安定法で全面的に禁止され､ 激しい議論の後､ 1986年に成立した労働
者派遣法という特別立法によって初めて行うことができるようになった
という背景がある｡

(８) 1997年国際労働機関 ( ) に採択された民間職業仲介事業所条約
(第181号) は､ 民間職業仲介事業所のサービスを利用する労働者の保護
と共に民間職業仲介事業所の運営を認めるに当たっての枠組みを規定し
ている｡ そして､ 民間職業仲介事業所の定義について労働者派遣を含むと
して､その営業は原則として承認された｡

：

九大法学97号 (2008年) 536 41



( )

( )
1 6 (2004)､ 馬渡淳一郎 『労働市場

法の改革』 (日本評論社､ 2002年) 163 64頁を参照｡
(９) この場合には､ ｢解釈論的にもまた立法政策的にも｣､ ｢ユーザー企業に

労働法上の責任を､ どの程度まで課しうるかは､ 検討されるべき課題｣
であるとする見解がある (小俣勝治 ｢仲介型並びに下請型委託就業によ
る契約労働者保護の課題｣ 『日本労働法学会誌』 102号 (2003年) 118頁以
下)｡

(10) 特に職業紹介の国家独占政策を趣旨とする 第96号条約を批准した
欧州大陸の国においてみられる｡ 他方､ イギリスとアメリカを代表とす
るアングロ・サクソン系の諸国は異なるアプローチを取っている｡ アメ
リカは特に規制をしておらず､ 本稿で検討する ｢共同使用者｣ 概念で各
制定法上の使用者を判断している｡ イギリス法の対応はやや特異で､ 派
遣元と派遣労働者間の関係について､ 雇用契約の存否がしばしば裁判で
争われている点でその他の国と異なっている｡ 近年では､ 派遣先と派遣
労働者の間に派遣期間につき黙示の雇用契約が成立するとした裁判例も
ある｡ そうはいっても､ 派遣先も一部の義務を負担することになってい
る｡ しかし､ これは欧州大陸型のように､ まとまった特別立法で責任を
分担させるのではなく､ 分散した個々の法律における条文において､ 派
遣先も義務主体の範囲内に入れている｡
( )
( ) 101 114 (2004) を参照｡

(11) 第181号条約第12条 (日本語訳は 駐日事務所の訳による)｡ こ
こでいう ｢次の事項｣ は､ 団体交渉､ 最低賃金､ 労働時間とその他の労
働条件､ 法令上の社会保障給付､ 訓練を受ける機会､ 職業上の安全及び
健康の分野における保護､ 職業上の災害又は疾病の場合における補償､
支払不能の場合における補償及び労働者債権の保護､ 母性保護及び母性
給付並びに父母であることに対する保護及び給付を含んでいる｡

(12)
：

19 43 69(1997).
(13) 例えば､ フランスやスペインにおいて､ 賃金と社会保険料の支払い

に関する雇用契約上の義務について､ 派遣元が責任を負わなかった場合
に､ 派遣先が補充的にを負うとされている｡

(14) 例えば､ 不安定手当てや平等待遇についての規定がある｡
(15) 例えば､ ｢ドイツ連邦共和国労働者派遣法｣ において､ 派遣先と労働者

間の労働関係を擬制する規定がある｡ 大橋範雄 『派遣法の弾力化と派遣
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労働者の保護』 (法律文化社､ 1999) 40頁を参照｡
(16) ただし､ 裁判例は､ 派遣先と労働者の間の雇用契約関係の成立が認め

られる余地があるとしている｡ 例えば､ 伊予銀行・いよぎんスタッフサー
ビス事件・松山地裁平成15・5・22労判856号45頁がある｡

(17) 労働者派遣が法的に認められる前の段階では､ ｢判例において､ 派遣先
事業主と派遣労働者との間の雇用契約の存否､ 労働災害補償責任の存否､
賃金支払義務の有無などについて個々的な判示をみるが､ 労基法等の違
反の有無について論じられたものをみるに至っていない｡ また､ 派遣元
事業主とは別個に､ 派遣先事業主の労基法等上の責任 (派遣先事業主に
対する労基法等の適用) を認めうる場合があるとの行政解釈をもみるに
至っていない｣｡ しかし､ 現実には､ ｢派遣元事業主の作成する就業規則､
あるいは派遣元事業主と派遣先事業主との間の労働者派遣契約書のいず
れをみても､ 労基法等の諸法律責任を明確にするような就業形態をとる
にはまだ十分に成熟していない状態にある｣ とされていた｡ このような
状況の中で､ 1984年に､ 労働力需給システム研究会の提言を受けて､ 本
格的な立法化のための検討作業に着手した労働者派遣事業問題調査会は､
その報告書の中で､ ｢派遣労働者が派遣先事業所において就業する場合の
法律関係を明らかにし､ もって労働者保護法規の適用関係を明確化する
必要がある｣ として､ 立法的解決を図ることを提言した｡ また､ 同年10
月の労働基準法研究会第１部会報告書 ｢派遣・出向等複雑な雇用関係に
対する労働基準法等の適用について｣ は､ 労基法上の使用者としての責
任の所在を､ ｢派遣先事業主又は派遣先事業主のために派遣労働者を指揮
命令する者｣ に認めることが困難であるとして､ ｢派遣労働者が相当に広
汎に存在するに至った現在､ これらの点について速やかに立法的解決を
図る必要がある｣ ことを提言した｡ そこで､ 中央職業安定審議会労働者
派遣事業等小委員会報告書 ｢労働者派遣事業問題についての立法化の構
想｣ は､ この労働基準法研究会第１部会の検討結果を､ 基本的に修正を
加えることなく取り入れた｡ そして､ この ｢立法化の構想｣ に沿って､
労働省は､ 労働者派遣事業法案の中で､ 労働基準法等の適用に関して特
例措置を設けることとし､ 特別立法による解決を図ることとした｡ 渡辺
裕 ｢労働者派遣事業と事業主の法的責任｣ 経済学論集第23号 (1985年) 35
頁｡

(18) 中窪裕也・野田進・和田肇 『労働法の世界 (第７版)』 (有斐閣､ 2007
年) 121頁｡

(19) 共同責任と規定する部分が少ない｡
(20) 脇田滋 ｢労働者派遣事業と有料職業紹介事業の自由化批判｣ 季刊労働

法183号 (1997年) 61頁｡
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(21) 脇田滋 『派遣・契約社員 働き方のルール』 (旬報社､ 2002年) 79頁｡
また､ 同様に､ ｢使用者責任を明確にして配分するという法律の建前と､
派遣就労の実態が大きくかけ離れてしまい､ 派遣元や派遣先が､ 派遣法
が配分する使用者責任についての知識を十分に持たないことが多い｣ と
指摘されている (同脇田34頁)｡

(22) 橋本陽子 ｢契約労働｣ 『労働法の争点 (第３版)』 (有斐閣､ 2004年) 277
頁｡

(23) 橋本・前掲注22､ 277頁｡
(24) ｢加盟国は､ 国内法令及び慣行に従い｣､ ｢被用者に関して､ ユーザー企

業と他の企業に各々の責任を割り当てるべきである｣ (鎌田耕一編 『契約
労働の研究』 (多賀出版､ 2001年) 29頁)｡ ｢条約案第６条は､ かかる契約
就労者に対して､ 団結権及び団体交渉権､ 差別からの保護､ 労働時間・
報酬の保護､ 母性保護､ 安全衛生及び法定社会保険への加入等を保障す
べきことを定めた｣ (橋本・前掲注22､ 277頁)｡

(25) ｢ の契約労働の概念は､ 適法な請負又は労働者派遣であるのか､ ま
たは､ 違法な労働者派遣､ さらに労働者供給にあたるのか､ を問題とせ
ずに､ 契約就労者とユーザー企業との間に従属関係が肯定されれば､ ユー
ザー企業に一定の使用者としての義務を課す点で､ 画期的である｣ とす
る評価がある (橋本陽子・前掲注22､ 278頁)｡

(26) 鎌田・前掲注24､ 41頁｡
(27) 菅野・前掲注２､ 279 80頁｡
(28) 例えば､ ｢建設業法41条２項は､ 特定建設業者から下請発注を受けた下

請業者が当該建設工事のために使用している労働者に対する賃金の支払
いを遅滞した場合には､ 当該特定建設業者に対して､ 建設大臣または都
道府県知事は支払延滞となっている賃金相当額を立て替え払いすること
その他の措置を講ずるように勧告できると定めている｣｡ ｢労基法87条は､
建設業などの事業が数次の請負によって行われる場合､ 災害補償につい
ては､ 元請人を使用者とみなしている｣｡ また､ ｢労働安全衛生法は､ 元
方事業者に 『統括安全衛生管理責任』 を負担させ (同法15条)｣､ ｢自ら特
定事業を行う注文者に対して､ 注文者が提供する建設物､ 建設機械等の
安全確保を義務づけ､ 注文者が労安法に違反する指示を行うことを禁止
している (31条以下)｣ (鎌田・前掲注24､ 169 70頁)｡

(29) 従来の裁判例は､ 労働者の直接的な使用者の存在が形式的・名目的な
ものにすぎない (労働者とその直接的な使用者間の雇用契約関係が空洞
化している)､ ユーザー企業が賃金その他の労働条件を決定しているかな
どを判断基準としてきた｡ 黙示の労働契約の存在を肯定した例として､
大映映像ほか事案・東京高判平成５・12・22労判664号81頁､ 安田病院事
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案・最三小判平成10・９・８労判745号７頁､ ナブテスコ事案・神戸地明
石支判平成17・７・22労判901号21頁がある｡ ただ､ 黙示の労働契約の存
在を認めた裁判例として､ 松下プラズマディスプレイ (パスコ) 事案・
大阪高裁平成20・４・25判決は､ やや異なる判断枠組みで､ 派遣先と派
遣労働者の間で黙示の労働契約が成立したと判断している｡

(30) 中国人民代表大会常務委員会法制委員会行政法室編 『労働契約法 (草
案) 参考』 (中国民主法制出版社､ 2006年) 110頁｡

(31) 労働契約法の起草チームが編著した 『中華人民共和国労働契約法釈義』
(中国市場出版社､ 2007年) において､ ｢派遣先企業は派遣元企業と共に､
労働契約解約時の経済補償金の支払い､ 給料の支払い､ 社会保険加入や
保険料納入等の義務について連帯責任を負う｣ との解釈がある (同183頁)｡

(32) 国家基準に対応する労働条件や労働保護を提供する責任のほか､ 労働
報酬について派遣労働者に告知し､ 割増賃金､ ボーナスを支払い､ 職場
に関する福利待遇を提供する責任も課していることが注目される｡

(33) 『中華人民共和国労働契約法釈義』・前掲注31､ 283頁｡
(34) 董保華主編 『労働契約研究』 (中国労働社会保障出版社､ 2005年) 293

頁｡ この説によると､ 労働者派遣において､ 派遣元と派遣労働者の間で
形成する労働関係以外に､ 派遣先と派遣労働者の間においても ｢特殊な
労働関係｣ が形成されており､ 派遣元と派遣先は共同使用者となる｡

(35) 林嘉主編 『労働契約法条文評注と適用』 (中国人民大学出版社､ 2007年)
418頁｡

(36) 『労働契約法 (草案) 参考』・前掲注30､ 69頁｡
(37) この説は､ ドイツおよび日本における議論を援用し､ 労働者派遣にお

いて､ 派遣元企業と派遣労働者の間で形成された１つの労働関係しか存
在しないと主張する｡ また､ この説を主張しながら､ 派遣元と派遣先が
２つのレベルで共同して使用者としての機能を果たしているとみる ｢一
重労働関係の二層構造｣ とする説もある｡ この見解は､ 派遣元と派遣先
の責任帰属について､ 法定方式を約定方式に優先させるべきであるとし
ている｡ つまり､ 派遣契約における約定がより労働者に有利でない限り
において､ 労働過程と直接関連する義務は派遣先が負担し､ その他の義
務は派遣元が負担することになると主張する｡ 王全興､ 侯玲玲 ｢労働関
係の二層運行についての法的思考｣ (｢ 系双 行的法律思考
以我国的 派遣 践 例｣) 『中国労働』 2004年第４期を参照｡

(38) ただし､ この説の提唱者である董教授は､ 派遣元と派遣先が契約で労
働者に対する義務を分担することは許されるが､ 約定されていない場合､
約定が不明確な場合または約定が合法的でない場合には､ 立法で直接分
担させるべきであると主張する (董保華・前掲注34､ 293頁)｡
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(39) 藤川恵子 ｢労働者派遣の現状と展望 アメリカにおける労働者派遣
と共同使用者の概念を中心に｣ 季刊労働法186号 (1998年) 151頁｡

(40) 奥野寿 ｢米国労使関係法における 『単一使用者』・『共同使用者』 法理｣
立教法学第73号 (2007年) 309頁｡

第１章 アメリカにおける ｢共同使用者｣ 概念の生成と発展

第１節 複数使用者労働関係の下での ｢共同使用者｣ 概念の概観

１ ｢共同使用者｣ 概念が適用される法的背景

アメリカの雇用・労働法領域において､ 制定法やコモンローによって
保護を与えられる対象は基本的に ｢被用者｣ ( ) のみであり､
保護の義務を果たす主体とされるのは ｢使用者｣ ( ) のみであ
る｡ このため､ それぞれが被用者または使用者に該当するか否かが､ 法
の適用また労働者の保護に重要な問題となる｡ しかし､ 多くの制定法に
おける ｢被用者｣､ ｢使用者｣ および ｢雇用｣ ( ) の定義はいずれ
も包括的であり､ 裁判所および行政に対しての具体的な判断基準にはなっ
ていない｡ このため､ 多くの制定法における雇用関係についての具体的
な解釈は裁判所の任務となるのである

(41)

｡
裁判例では､ 適用される制定法の下で､ 当事者間に雇用関係が成立す
るか否かがしばしば争われており､ さらに､ このような争いは大きく２
つの類型に分けられる｡
第１に､ 雇用に類似する労務関係の性質づけの問題であり､ つまり日
本でいう ｢被用者性の問題｣ に類似し､ 労働者がそれぞれの制定法の下
での ｢被用者｣ に該当するか否かが争われる｡
第２に､ 本稿が取り扱う ｢共同使用者｣ 概念に関連する問題である｡
つまり､ １人の労働者につき､ 雇用契約上の一方当事者である使用者の
ほか､ 他方の者がその就労に関わる場合､ 労働者と他方の者との間に､
適用される制定法の下で､ 雇用関係の成否が争われる｡ この問題は､ 業
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務下請業や労働者派遣・リース業の発展に伴い､ ますます増加する傾向
にあると言える｡
この第２の類型において､ 労働者と一方の使用者との間で雇用契約関
係が成立していることに特徴がある｡ にもかかわらず､ 労働者と他方の
｢使用者

(42)

｣ との間の制定法の下での雇用関係の存否が争われるのであっ
て
(43)

､ 焦点となるのは､ 第１の類型とはやや異なり､ 誰が使用者であるの
かという ｢使用者性の問題｣ である｡ この際､ アメリカの裁判例で頻繁
に現れるのが ｢共同使用者｣ という概念である｡
以上から分かるように､ アメリカにおける ｢共同使用者｣ 概念は､ 労
働者派遣・リースや業務下請という複数使用者労働関係の下で､ それぞ
れの制定法において､ 誰が使用者に当たるのかという問題について判断
する際に適用されるのである｡ これは､ 複数使用者労働関係において､
従来の雇用関係や雇用類似の労務関係とは異なり､ ２つの使用者が労働
者の就労に関わることになっているから､ どちらか一方が使用者に該当
するのか､ それとも両方とも使用者に該当するのかという問いが出てく
ることによる｡ ｢共同使用者｣ と認められる場合は､ 後者の場合 (両方
とも使用者に該当する) になるわけである｡

２ ｢共同使用者｣ 法理の適用が要請される理由

｢共同使用者｣ 概念が使用される背景には､ 業務下請業や労働者派遣・
リース業に伴う複数使用者労働関係の増加が挙げられる｡ しかしながら､
このような複数使用者労働関係において､ 既に労働者と一方使用者との
間の雇用契約関係が存在しているにもかかわらず､ 誰が使用者に当たる
のかという法的問題を考察する必要性が生じたのはなぜであろうか｡
その理由の１つとしては､ まず､ 労働者が資力のない直接的な使用者
から救済を得ることができないという実態が少なからず発生するため､
使用者責任を拡張して労働者を救済するという必要性が挙げられる｡ こ
れは､ 特に公正労働基準法 (最低賃金や割増賃金を規制する連邦法) の下
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での ｢共同使用者｣ 法理の適用が求められている裁判例における事実か
らは読み取れる｡ 例えば､ 特にアメリカの農業労働においては､ 資力の
ない中間の契約者を介在させることが古くからの慣行であり､ 農業労働
者が ｢共同使用者｣ 法理で最低賃金や割増賃金などの救済を求めるとい
うのが古くから行われてきた｡ そのほか､ 低賃金の伴う業務下請が慣行
となっているアパレル産業における ｢共同使用者｣ 法理の適用も近年増
加する傾向にある｡
他方で､ このような救済上の要請のほか､ 複数使用者労働関係の下で
｢共同使用者｣ 法理を適用することには､ 他の理由もある｡ 結論を先取
りすれば､ 複数の使用者が実質的に労働者の就労に関わっており､ 労働
者を支配しているという理由で､ 責任分担における両使用者間の公平性
や法的救済の効率性を確保する必要性､ 合法的に外部労働力を利用する
企業とそうでない企業との間の公平な競争を促進する必要性も､ ｢共同
使用者｣ 法理の適用が要請される理由となっている｡
ただし､ ｢共同使用者｣ と認められる場合の法的効果として､ 制定法
ごとにやや異なるが､ 特徴としては､ 雇用契約の一方当事者ではないに
もかかわらず､ 問題となる制定法上の使用者として､ 雇用契約の一方当
事者である使用者と共同して､ 被用者に対して責任を負うことになると
いうことである｡ このような法的効果は､ 結果的に複数使用者労働関係
における被用者の利益保護に大きな役割を果たしている｡

３ ｢共同使用者｣ 法理の判断基準

｢共同使用者｣ 地位の成立は､ 複数使用者労働関係のすべての場面に
おいて認められるわけではなく､ 一定の判断基準の下で判断されている｡
また､ この概念は､ アメリカ連邦労働省の行政規則や裁判例によって展
開させられてきたものであり､ いわゆる ｢被用者性｣ の問題における判
断の場合と同様､ 制定法全般に適用される統一した概念や判断基準が形
成されていないのが現状である｡
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つまり､ ｢共同使用者｣ 地位の成否に関する判断基準は制定法ごとに
異なり､ 同じ制定法の下でも､ 裁判例によって異なる判断基準で判断さ
れることがあり､ 非常に複雑な様相を呈している｡ とはいえ､ 適用され
る制定法の趣旨と目的が判断の１つの目安となり､ 最終的な判断基準と
される

(44)

ところに特徴がある｡

第２節 ｢共同使用者｣ 概念の生成 不法行為代位責任における認識

の変化

１ ｢共同使用者｣ 概念と代位責任との関連

アメリカにおける ｢共同使用者｣ 概念は､ 今日において､ 複数使用者
が存在する雇用法､ 労働法

(45)

及び雇用差別禁止法の領域において使用され､
判例法理として発達している｡ しかしながら､ ｢共同使用者｣ 概念は､
最初から複数使用者労働関係において適用されるのではなく､ ｢被用者｣
概念や ｢独立的契約者｣ ( ) 概念と同様､ 不法行
為における代位責任

(46)
( ) を判断する際に使われるコモ

ンロー代理法理 ( ) に根ざしている
(47)

｡
不法行為法理によれば､ 使用者は､ 被用者が第三者について犯した不
法行為に対して代位責任を負うが､ 独立的契約者が第三者に犯した不法
行為に対しては責任を問われない

(48)

｡ このため､ 問題となる個人が被用者
であるのか､ それとも独立的契約者であるのかをまず区別する必要があ
り､ そのために使用されたのがコモンロー代理法理である｡ 他方で､ 多
くの制定法の下での ｢共同使用者｣ の成否についての判断においては､
代位責任に関する裁判例に由来して､ 発展してきた ｢支配基準｣ (労働
者への指揮監督を主な判断基準とする) が判断基準として使用されていた｡
判断基準のほかに､ ｢共同使用者｣ 概念と不法行為における代位責任
との関連についてより重要なのは､ 使用者の代位責任が争われる裁判例
において､ はじめて､ ｢共同使用者｣ の存在についての考え方が示され
たことである｡
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２ 代位責任に関する裁判例における認識の変化

１) ｢１人の個人につき２人の主人の存在は不可能｣

19世紀までに､ イギリスコモンローの先例は､ １人の個人が同時に２
人の主人の使用人 ( ) であることが不可能であるという立場を
実質的にとっていた｡ これを説明するために､ 後続の裁判例に大きな影
響を与えた1795年の 判決

(49)

を簡単に紹介する｡

[事実の概要]：
この事案では､ 住居の下にある炭鉱における不適切な作業に起因する損害に
ついての使用者の代位責任が問われた｡ 炭鉱の所有者は幼児であり､ 本件の被
告である が裁判所によって指定され､ 本件鉱坑の代理とマネージャーとして､
鉱坑の仕事に従事する労働者の採用と解雇についての権限を持っていたが､ こ
のビジネスについて私的関係や関心 ( ) を持っていなかった｡
は､ 人を雇って鉱坑の具体的な仕事を管理させた｡ 被害を起こした作業のや

り方について､ が指示を出したことがない｡

裁判官は､ ｢ に対して責任を帰する理由は存在しない｣ として､
の代位責任を否定した｡ 具体的には､ ｢訴訟は､ 損害行為を犯した人､
またはこの行為が行われたサービス対象に対してなされなければならな
い：主人のために労働者を雇用する使用人が労働者の行動のために責任
を問われることについては､ 聞いたことがない｣､ ｢ は炭鉱について
利益を持っておらず､ 炭鉱が のために経営されてもいない： は単
に裁判所に指定された世話人 ( ) にすぎない

(50)

｣ と述べている｡
この裁判例で表されているように､ 代位責任が問われる場合に､ 損害
を起こした行為の最終的なサービス対象のみが代位責任における使用者
となるのである｡ これに対して､ 損害を起こした労働者の直接的な使用
者は､ 単なる ｢中間的な人｣ (

(51)
) または ｢主人のために労働

者を雇用する使用人｣ であり､ 代位責任における使用者ではないとされ
ている｡
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２ ｢１人の個人につき２人の主人の存在は可能｣

以上のような裁判所の立場に､ 19世紀になると変化がみられる｡ 使用
者の代位責任や共同雇用ルール (

(52)
) が問題となる事

案において､ 裁判所は､ １人の個人が､ 主たる主人 ( )

の使用人 ( ) であると同時に､ 一時的にあるいは特殊な場合に
おいて､ 直接の使用者 ( ) の使用人であることが可
能であるという主張を受け容れるようになった｡ このような裁判例での
変化に伴い､ ｢共同雇用｣ ( ) についての基本的な観念
や考え方が現れてきたのである

(53)

｡
例えば､ 1826年に､ 使用者の代位責任について､ 明白に ｢自らの直接
的使用人ではなく､ 仕事のために雇った代理人の使用人の過失について
も責任を負う

(54)

｣ と判断する裁判例が現れた
(55)

｡

[事実の概要]：
被告 は馬車の所有者であり､ 馬車をひくため､ 厩舎 (以下 ｢ ｣ という)

から二匹の馬をレンタルした｡ の要求に応じて､ は１人の馬車の御者 (以
下 ｢ ｣ という) も提供した｡ によって のために選定された は､ から
賃金を支払われておらず､ からチップを支払われていた｡ の不注意のため､
原告 に傷害を負わせた｡ そこで､ は､ 被害を起こした が の使用人で
あるとして､ に対して損害賠償を求めた｡

この事案の争点は､ が の使用人であるか否かであった｡ 裁判所
は､ の主張を支持する仮判決 ( ) を下した｡ その理由につい
て､ 以下のように述べられている｡
すなわち､ 本件では､ 馬と は主に の指示のもとで､ のために
使用されており､ により に傷害を負わせた時を含めて､ はその
期間において に対して支配の権限を有するから､ が にサービス
を提供した期間において､ に雇用され の使用人である｡ また､ 本
件では､ は を選定しており､ の直接的な主人であるが､ も
の主人である｡ ｢１人の個人が､ 同じことについて２つの異なる面にお
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いて､ ２人の主人に対して使用人という立場に立ちうる｣ から､ が
の主たる使用人であるが､ が､ 一時的に､ を他方に貸出したから､
主人は､ 彼に直接的に雇われた使用人のほか､ 他方の媒介を通じて間接
的に雇用された使用人の行為についても､ 責任を負わされる

(56)

｡
要するに､ 本件では､ は の使用人であることには異論がないが､
が の使用人でもあるか否かが争われている｡ 裁判官のうち､ １人
の個人が２人の主人の使用人であることは不可能とする見解もあるが､
多数意見は､ も の使用人であることを認めており､ １人の個人が
２人の主人の使用人である可能性を認めたのである｡
さらに､ その後の裁判例として､ 例えば､ 1898年の
事案では､ 厩舎の使用人である御者が､ 馬車等の所有者に対してサービ
スを提供する期間において起こされた被害について､ 馬車等の所有者の
責任が争われていたが､ 判決は､ ｢先例によると､ 人が２人の異なる主
人との関係で実際の使用人 ( ) 関係にあることは全く不可能で
はないことが明らかである

(57)

｣ と述べている｡
このような裁判例における立場の変化は､ イギリスコモンローの先例､
すなわち１人の個人が同時に２人の使用者に雇われることは不可能であ
るという主張を黙示的に否定したことになった

(58)

のである｡

第３節 ｢共同使用者｣ 概念の雇用法領域における発展

第２節で述べたように､ 不法行為における代位責任に関する裁判例に
おいて､ １人の使用人につき､ ２人の主人との間で ｢雇用関係｣ (雇用
契約関係とは異なる)､ あるいは主人と使用人の関係が成立することの可
能性が認識されるようになったと言える｡ ただし､ このような認識は､
被用者の不法行為について代位責任を負わされる使用者と言えるか否か
の問題についてのものであり､ 今日使われている ｢共同使用者｣ 概念と
は､ 類似しながらも異なる意味合いを持っていた｡
今日の ｢共同使用者｣ 概念及びその法理は､ 一般的に雇用・労働法の
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領域において判例法理として定着してきている｡ このため､ 本節では､
この概念が如何にして雇用・労働法の領域において発展してきたのかに
注目して､ ｢共同使用者｣ または ｢共同雇用｣ という概念の初期の行政
解釈における登場､ およびそれに関する裁判例について検討したい｡

１ 割増賃金規定に関する ｢共同雇用｣ 概念の適用

１) 公正労働基準法における賃金と労働時間規定

1938年に制定された公正労働基準法は､ ６条の ｢最低賃金｣ と７条の
｢最長時間｣ を中心とする連邦法である｡ 最長労働時間について､ ７条
( )(1)は､ 被用者の ｢通常の賃金率の1 5倍以上｣ の率で賃金を支払わ
れない限り､ 週40時間を超えて被用者を使用することを禁じている｡ た
だし､ 1 5倍の時間外賃金さえ支払えば､ 法律上は何時間働かせてもよ
く､ また､ 協定の締結や行政官庁の許可・届出などの手続きも要求され
ない

(59)

｡

２) 公正労働基準法の割増賃金規定に関する ｢共同雇用｣ 概念の適用

ａ) 行政解釈の内容

｢共同使用者｣ という概念は､ 公正労働基準法の割増賃金規定に関す
る行政解釈において､ 初めて､ ｢共同雇用｣ の形式として確認されるこ
とになったのである｡ すなわち､ アメリカ連邦労働省 (以下では ｢ ｣

という) は､ ｢共同雇用｣ ( ) に関する立場と見解を､
1939年に発行した解釈通告13号 (｢被用者が求償の権利を有する時間の
決定について｣) において､ 次のように公式的に解釈している｡

｢場合によっては､ １人の被用者が会社 において40時間働き､ 同じ労働週
に､ さらに会社 において15時間別の仕事をすることが考えられる｡ この場合
においては､ と は被用者の雇用に関してお互いに完全に独立的に行動す
るのであれば､ 法令 (公正労働基準法､ 筆者注) に決められている義務に関し
ては､ 被用者の他方の会社における就業について責任を問われることがない｣｡
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｢しかし､ 他方で､ による雇用と による雇用とは完全に切り離されない
場合には､ この制定法 (公正労働基準法､ 筆者注) に関して､ 被用者の ､
との間のそれぞれの雇用が１つの全体として見なされる｡ と による被用者
との間の雇用は完全に切り離されないか否かは､ 当然１つ以上の雇用が存在す
るケースの具体的な事実によるが､ 少なくとも以下の場合においては､ 一方の
使用者が被用者に関して他方の使用者の利益のために行動していると見なされ
る｡ つまり､ 使用者が被用者の交換に関する取り決めをした場合､ または一方
の会社が他方を支配し､ あるいは支配され､ あるいは両方が直接的または間接
的に共同支配をしていた場合である

(60)
｣｡

共同雇用の場合の法的効果について､ 賃金・労働担当官 (

) は､ ｢合計労働時間が法定の労働時間を超えた場
合には､ それぞれの共同使用者が超過部分の労働時間について責任を負
う｣ としている

(61)

｡
このように､ 公正労働基準法における割増賃金規定についての徹底的
な適用のため､ は､ 1939年に解釈通告を公布し､ ｢共同雇用｣ とい
う概念を公正労働基準法において適用したのである｡

ｂ) 行政解釈の意義と目的

この ｢共同雇用｣ という概念は本稿の検討対象である ｢共同使用者｣
概念とはやや異なり､ 区別されているが､ 本稿で取り扱う ｢共同使用者｣
概念のきっかけであると言える｡ 後述するように､ この解釈通告が公布
されてから20年経った後に､ は､ 改めて公正労働基準法における
｢共同使用者｣ の適用に関して､ 行政規則を発行した｡ この意味では､
公正労働基準法における割増賃金規定は､ はじめて､ ｢共同使用者｣ と
いう観念を認識させたのである

(62)

｡
公正労働基準法の割増賃金規定に関する ｢共同使用｣ の行政解釈の明
らかな目的は､ いわゆる ｢給料詐欺師 ( )｣ である使用者
らが､ 割増賃金に関する規定から逃れるため､ 名義上の ｢分離した
( )｣ 使用者のもとで､ 被用者を法定労働時間の超過時間働かせ
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たにもかかわらず､ それぞれ別の使用者が被用者を週に40時間以内で働
かせたと主張することによって､ 共謀して被用者の権益を損害する可能
性から､ 被用者を保護することにある

(63)

｡

３) ｢共同雇用｣ 関係の存否の判断基準

上述した の解釈通告から窺えるように､ 割増賃金規定の適用に
おける共同雇用に関する決定要素について､ は､ 問題となる個々
のケースにおける具体的な事実に基づく判断を強調し､ 複数使用者間の
お互いの独立性を重要視していると言えよう｡
また､ 共同的支配 ( ) という要素が､ の解釈通告の
中で挙げられている例により強調されている｡ 具体的には､ 一方による
他方への支配と､ 両方による被用者に対する共同的支配が指摘されてい
る｡ というのは､ ここで想定されている場合においては､ いずれの使用
者の被用者であるかどうかという問題はそもそも存在せず (一般的にそ
れはすでに両方の使用者によって承認されている)､ 問題となるのは両
使用者が共同的に被用者を雇用したかどうかということになるからであ
る
(64)

｡
しかしながら､ 上に述べたように､ の ｢共同使用者｣ に関する
解釈通告の目的は､ 使用者の違法な共謀行為を防ぐためにあると理解さ
れているが､ ｢共同使用者｣ の判断においては､ 使用者の意図という主
観的要素が考慮されないことが､ 後続の裁判例によって明らかにされて
いる｡ つまり､ ｢共同使用者の問題は主に事実的な問題であって､ それ
ぞれのケースの特殊な事実によって決まる｡ 公正労働基準法に違反する
意図を持っていないことは､ 支配的な考慮要素ではなく､ 刑事起訴以外
に､ 多くのケースにおいては､ 重要な考慮要素でもないのである｣ とさ
れている

(65)

｡

九大法学97号 (2008年) 522 55



( )

４) ｢共同雇用｣ に関する裁判例

｢共同使用者｣ 概念は､ の解釈通告がきっかけとなって､ 1940年
代頃から裁判例において適用されるようになった｡ この適用の主な目的
は､ 労働時間あるいは割増賃金規定の徹底的な実行にあると言える｡ た
だし､ 当時問題となっていたのは､ ほとんどのケースでは､ ２つの雇用
は共同雇用であるのかそれとも個別の雇用 ( ) であ
るのかの問題である｡ これも の解釈通告で想定されたものと同様
である｡ 以下では､ ｢共同雇用｣ に関する２つの裁判例を紹介したうえ
で､ 裁判所の ｢共同雇用｣ についての判断基準をみる｡

ａ) 否定例

共同雇用と個別の雇用の区別について意識して判断し､ 否定的な結論
に至った1941年の

(66)

判決を紹介する｡ この事案では､
被用者に対する割増賃金の未払い分の計算について争われている｡ 本判
決は､ 被用者を分類したうえで､ それぞれの類型における被用者につい
ての未払賃金の計算について判断している｡ ここでは､ ｢共同雇用｣ に
関連する被用者らのみを扱う｡

[事実の概要]：
被用者 は被告会社の工場の簿記係であり､ 被用者 は同工場の木材検査

員である｡ これとは別に､ と は､ 多様な時間帯 ( ) にお
いて被告の工場敷地内にある売店で働いていた｡ この売店は､ 工場が所有し経
営しているのではなく､ 本件工場のマネージャーにより自らの計算において経
営されている｡ 工場は､ 被用者が売店で働く時間について賃金を支払い､ 支払っ
た分について売店から返済を求めた (以下では､ ｢本件支払｣ という)｡
そこで､ 被用者を代表する原告である労働長官は､ と が売店で働く時間

において､ 工場が彼らの使用者ではないことを認めながら､ 売店の経営者が被
告工場の現地マネージャーであることから､ と は工場と売店の経営者によ
り共同的に雇用されたと見なすべきであると主張した｡

上記主張に対して､ 本判決は､ ｢この考え方には賛同できない｣ とし
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て､ 次のように判断している｡ つまり､ ｢売店の経営者は工場の現地マ
ネージャーであることが重要ではない｡ 彼は被告らの知らない人で被告
らと関係しない人であることも可能である｣｡
また､ 本件支払について､ 本判決は､ ｢それは被用者との間の契約に
よって行われたのではなく､ 明白に使用者らの便宜のためのみである｡
被用者による売店での仕事は別のもので､ 共同のものではないため､
と については､ 売店での労働時間は (割増賃金の対象時間の) 計算か
ら控除されるべきであると判断する｣ とした｡
つまり､ 本件では､ 一方の使用者のマネージャーが他方の使用者であ
ることは､ ｢共同雇用｣ の成立には関係しないと判断された｡ また､ ２
つの使用者の間で､ ｢本件支払｣ という協力関係があるが､ これは､ 単
なる ｢便宜のため｣ に行われるとされ､ ｢共同雇用｣ の成立を意味する
ものではないとされたのである｡

ｂ) 肯定例

２つの雇用を ｢共同雇用｣ と認めた裁判例が数多く存在しているが､
しかし､ 具体的な判断基準について述べることなく､ 事実関係から直接
共同雇用の結論に至る裁判例も少なくなかった｡ 以下では､ ｢共同雇用｣
について､ の行政解釈を援用して判断している1954年の

判決
(67)

を紹介する｡

[事実の概要]：
本件は､ 労働大臣が原告となり､ 被用者が受けられるべき割増賃金について
提訴した事案である｡ １と 2は､ それぞれ分離された独自のビジネスと所有
権 ( ) を持つ実体であり､ 被用者との雇用もそれぞれの会
社によって単独的に行われている｡ 被用者は､ 被告 1の構内で仕事をしてい
たが､ 本件で問題となった他方の会社である被告 2の要求で､ 無差別的に
( ) かつ互換的に ( )､ 2の設備の修理やメ
ンテナンスにも従事していた｡ 被用者の労働時間については､ 1と 2におい
て別々に記録が保存され､ 被用者が 1及び 2における合計労働時間が週に40
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時間を超えた場合に､ いずれか一方の会社において合計40時間働いた場合を除
き､ 割増賃金は支払われていなかった｡ 被用者は､ 一方の会社において週に40
時間働いた場合には､ 他方の被告会社での勤務が命じられ､ 次の週になるまで
に､ 元の被告会社での仕事ができないことになっていた｡ そこで､ 原告は､ 1
と 2は被用者を共同的に雇用したため､ 合計した労働時間に基づいて割増賃
金を支払うべきであると主張した｡

本件の争点は､ 1と 2は被用者を共同的に雇用したかであった｡ こ
れについて､ 本判決は､ 以下のように判断している｡ つまり､ ｢１人の
被用者が､ ２つまたは２つ以上の使用者の間にある被用者の交換のため
の取り決めに従い､ 同一の週において､ ２つまたは２つ以上の使用者の
ために働く場合､ 一方の会社が他方の会社を支配するあるいは他方の会
社によって支配される､ 又は他方の会社と共同的に支配している場合に
は､ 法 (公正労働基準法) の下では､ 全ての雇用は１つの全体として見
なされなければならない｣｡
このように､ 本件では､ ｢共同雇用｣ 関係が認められており､ その法
的効果について､ ｢使用者らは共同使用者であり､ それぞれのために行
われた業務履行の比例にかかわらず､ それぞれの共同使用者は割増賃金
の未払い分の総額について共同して責任を負う｣ とされた

(68)

｡

ｃ) 小括

の行政解釈に伴い､ ２つの雇用が ｢個別の雇用｣ か ｢共同雇用｣
かに関する裁判例が多く現れてきており､ ｢共同雇用｣ 関係を肯定した
裁判例のほうが多くみられる｡ ただし､ その判断基準について､ 詳しく
検討していない裁判例も多いが､ 裁判例の事実関係からみると､ 親会社
と子会社の場合

(69)

､ 一方の使用者が他方の使用者の利益のために行動する
場合､ 両使用者は密接に関連し

(70)

あるいは両使用者の間で被用者の交換に
ついての取り決めが行われた場合には､ 共同雇用関係が認められやすい
ように思う｡
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第４節 ｢共同使用者｣ 法理の本格的な展開

１ ｢共同雇用｣ 概念と区別される ｢共同使用者｣ 概念

｢共同使用者｣ 法理は､ ｢共同雇用｣ という形態で主に公正労働基準法
の割増賃金規定に関して発展をはじめたことはすでに述べたとおりであ
る｡ ここでいう ｢共同雇用｣ の概念というものは､ ２つの雇用契約関係
がそれぞれ成立するが､ 一定の条件の下で１つの全体と見なされ､ 労働
時間の通算が行われ､ 割増賃金の支払について､ 両使用者が共同して責
任を負うことを意味している｡
他方で､ ｢共同雇用｣ の成否の問題ではなく､ 本稿の検討対象である
｢共同使用者｣ 概念､ つまり､ １つの雇用契約関係しか存在しない複数
使用者労働関係の場合に､ 他方の者が使用者に該当するか否かを問う､
本格的な ｢共同使用者｣ 法理は､ 労働委員会 (以下では ｢ ｣ という)

の命令から始まり､ その後雇用法また雇用差別禁止法の分野まで発展し
ていた｡
｢共同使用者｣ 法理の最初の展開は､ 1940年代後期から､ 命令
や裁判例においてみられる｡ 労使関係法 (以下では ｢ ｣ という)

との関係において､ ｢共同使用者｣ に該当するか否かは､ ｢管轄､ 二次的
ボイコット､ 使用者による不当労働行為との関係で問題とな｣ り､ ｢特
に問題となるのは､ 業務処理下請や労働者派遣サービスを通じて行われ
る業務に従事する被用者の組織化・団体交渉に関連して生じる法的紛争
である

(71)

｣｡
1935年 が制定された以降の早期の段階において､ は､
既に特定の被用者らについては､ １つ以上の企業が使用者となることが
可能であることを認識していた｡ このいわゆる ｢共同使用者｣ 法理が､
1964年の合衆国最高裁判決

(72)

においても認められるようになったのである｡

２ 労使関係法の下での ｢共同使用者｣ 法理の適用

最高裁判決より早い段階での早期の 命令において､ ｢共同使用
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者｣ 法理が広範に解釈されていた｡ これを例証するものとして､ 次の
1943年の 命令 (労働組合の認証に関する事例

(73)

) がある｡

[事実の概要]：
( ) は､ 本件レストランである

1の被用者からなる労働組合の認証を に求めた｡ これらの被用者は､
2が経営する造船所内にある食堂やカフェテリアで働いていたが､ は､ 1
と 2が共同使用者であると主張した｡

は､ 1が明らかに被用者らの使用者であることを認めながら､
｢ 2もこれらの被用者の使用者であるか否か｣ ｢という問題が残ってい
る｣ としている

(74)

｡ そこで､ は､ 被用者らが､ ｢実際に 2によっ
て支配または監督されていない｣ と認めながら､ 2と 1間の契約によっ
て､ 2が食堂の経営についての支配権限 (それに関して､ 被用者を解
雇し､ 被用者らの賃金を承認する権限も含む) が与えられていると判断
し､ 1と 2が共同使用者であるとした｡ つまり､ は､ ｢実際
の支配権限の実施よりも､ 支配権限が雇用関係の判断基準となる｣ と判
断したのである

(75)

｡
しかし､ 1940年代頃から､ は､ ｢支配する権限｣ について詳し
く説明することなく､ 共同雇用関係の存在を判断する際に必要となる使
用者の雇用関係への支配について､ 実質的にそれを狭く解釈するように
なった｡ 現在､ は､ ｢共同使用者｣ 法理について次のように判断
している｡ つまり､ ｢共同使用者概念は､ ２つまたはそれ以上のビジネ
ス実体が､ 実際に独立しているが､ 重要な雇用条件に関する事項を共同
決定していることを意味している…共同使用者地位の成否を判断するた
めに､ 使用者が雇用関係に関する事項について､ 例えば雇用､ 解雇､ 服
務規律､ 監督指示などについて実効的に影響を与えていることが示され
なければならない

(76)

｣｡
｢共同使用者｣ に該当するか否かについて､ 合衆国最高裁判所は､
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1964年の 判決において､ ｢被用者の仕事に
対し､ 『共同使用者』 と認められるに十分な支配力｣ を有することを判
断基準としている

(77)

｡ その後､ 基本的にこの判断基準は維持されてきて､
もこれを肯定する判断をしている｡

つまり､ 労使関係法領域における ｢共同使用者｣ 法理は､ 命
令によって作り出され､ 1964年の最高裁判決より認められている｡ 共同
使用者に該当するか否かの判断基準は､ が最初に提出した ｢支
配する権限｣ から出発し､ ｢重要な労働条件を支配する事項を､ 共有し
または共同で決定している

(78)

｣ といった表現や類似する表現で表されてい
る ｢支配｣ ( ) そのものに重点が置かれるようになったのである｡
ただし､ この ｢支配｣ の具体的な判断について､ 初期の ｢間接的支配｣
から､ 1980年代以降 ｢直接的支配｣ への変遷がみられる

(79)

ため､ 労使関係
法において､ 共同使用者と認められるための基準が厳格化されてきたこ
とが分かる｡
要するに､ ｢共同使用者｣ 法理は､ 労使関係法の領域において､ 法律
制定当初から､ 主に複数使用者労働関係が存在する場面において適用さ
れていた｡ その判断基準は､ 厳格化される傾向にあるが､ 基本的には使
用者の被用者に対する ｢支配｣ を判断基準の根幹としている｡ この点は､
後述する当該法理の労働保護法における適用とは､ やや異なっていると
言える｡

注

(41)
185 187 ( 1989).

(42) 法的には労働者との間で雇用契約関係が存在しないが､ 本稿では､ 強
調するため ｢使用者｣ という用語を使う｡

(43) 詳しくは本稿第２､ ３章を参照されたい｡
(44)

18 503 516(1997)
(45) アメリカでは､ 雇用関係の法的規制に関する領域のことを一括して
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｢労働と雇用法｣ ( ) と言う｡ 労働法 (
) は労使関係の領域を意味し､ 雇用法 ( ) は連邦と

州の個別の雇用関係を規制する制定法とコモンローを意味する｡

23 259 (2002).
(46) 日本でいう ｢使用者責任｣ に相当するが､ 具体的には相違点を有する｡
(47) 41 134 201 202.
(48) , 335 336 ( 2000)
(49) 101 622 (1795).
(50) 623
(51) 622
(52) このルールによれば､ ｢被用者が職場において傷害を負い､ それが同僚

の過失による場合､ 使用者に責任を問うことができない｡ 労働災害が生
ずる場合､ 少なくともその一部に労働者の過失が絡むケースが多い｡ そ
の場合､ 使用者には何ら責任がないことになる｣｡ 樋口範雄 『アメリカ代
理法』 (弘文堂､ 2001年) 159頁｡

(53)
10 321

328 (1989)
(54) 108 204 209 ( 1826)
(55) その他の類似する裁判例として､ 126 978
(1799) 6 6 (1806) 等がある｡

(56) 211 13
(57) 2 565 569 (1898)
(58) , 53 329.

108 204 208 09 ( 1826)
(59) 中窪裕也 『アメリカ労働法』 (弘文堂､ 1995年) 235 236頁｡
(60) 13 17 ( 1939).

156 2 429 432 (8 1946).
(61) 13 16 17 (1939)
(62) , 53 330.
(63) 158 2 944 947 (2

1947) 331 851.
(64) 53 331
(65) 1964 7918 (

31 1964) 1
(66) 42 948 ( 1941)
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(67) 12 ( ) 367 ( 1954)
(68) 1954

4336.
(69) 65 969 (

1946) 50 700 (
1943)

(70) 129 2 655 658
(10 1942) (被用者の採用にあたって､ 両使用者の関連性がみられ
る｡)

(71) 労使関係法の下での ｢共同使用者｣ 法理の適用に関する文献として､
奥野寿 ｢米国労使関係法における 『単一使用者』・『共同使用者』 法理｣
立教法学第73号 (2007年) 309頁がある｡

(72) 376 473 481 (1964)
(73) 53 1428 1428 1429
(1943)

(74) 1431
(75) 60 81 83 84 (1945)
(76) 269 324 325 (1984)
(77) 376 473 481 (1964)
(78) 691 2 1117 1122
1123 (3 1982)

(79) 奥野・前掲注71､ 73頁｡

第２章 公正労働基準法と ｢共同使用者｣ 法理

第１章では､ 主に ｢共同使用者｣ という概念がいかに雇用・労働法領
域において適用されるようになったかについて､ 初期の 解釈通告
やその後の裁判例等により検討を行った｡ただ､雇用法の領域 (ここでは
公正労働基準法に限定される) に関して､ この段階では､ 場合には ｢

｣ という用語が使われているが､ ｢共同使用者｣ というより､
２つの雇用行為の間の相関性を認める ｢共同雇用｣ を意味していること
も､ 第１章で述べたとおりである｡
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他方で､ 本稿の検討対象である ｢共同使用者｣ 法理は､ いわゆる ｢共
同雇用｣ という場合より､ 一方の雇用関係しか存在しない複数使用者労
働関係 (主に業務下請と労働者派遣・リース等の労働貸借関係) において､
さらにその重要性が増してきており､ 具体的な裁判例を見てもそのシフ
トを見てとれる｡ その背景には､ 企業の外部労働力利用に伴う複数使用
者労働関係の増加につれ､ そこに従事する労働者の利益が侵害されやす
くなっていることが挙げられよう｡
この法理は個別的な労働立法､ 労使関係法及び雇用差別禁止法の分野
にそれぞれ適用されているが､ 本稿においては､ 個別的な労働立法の中
で､ 当該法理が賃金と労働時間を規制している公正労働基準法における
適用を考察対象とする｡ ｢共同使用者｣ 法理が個別的な労働立法の下で
の適用は､ 公正労働基準法における適用が最初であり､ また､ その他の
個別的労働立法における適用のモデルとなり､ その適用を推進する役割
を果たしてきた｡

第１節 公正労働基準法における ｢使用者｣ 等の定義及び法的解釈

１ ｢使用者｣ 概念と ｢共同使用者｣ 概念

公正労働基準法の下での ｢共同使用者｣ 概念は､ ｢雇用｣､ ｢使用者｣
及び ｢被用者｣ の法的定義およびその法解釈に基礎付けられている｡ と
いうのは､ 後述する裁判所の判断から分かるように､ 裁判所は､ 特に公
正労働基準法上の ｢使用者｣ についての包括的な定義を解釈した上で､
｢共同使用者｣ 概念に結びつけたという側面があるからである｡ この意
味で､ 公正労働基準法上の ｢使用者｣ 等の定義は､ ｢共同使用者｣ 法理
の基礎として位置づけられることができる｡

２ ｢雇用｣ や ｢使用者｣ 概念についての裁判所の判断

公正労働基準法の制定当初から､ 連邦議会と裁判所は､ この制定法の
人道主義的目的

(80)

を達成するために､ 広い適用範囲が必要であることを認

アメリカにおける ｢共同使用者｣ ( ) 法理について (鄒 庭雲)51364



( )

識していた
(81)

｡ このような認識を反映して､ この制定法においては､ ｢雇
用｣､ ｢被用者｣ 及び ｢使用者｣ の概念が､ 極めて包括的に定義されてい
る｡ つまり､ ｢雇用｣ ( ) は､ ｢労働を許容または黙認する

(82)

｣ (｢
｣) と広範に定義づけられ､ ｢使用者｣ (

) は､ ｢被用者との関係で直接的あるいは間接的に使用者の立場
に立って行動するすべての者｣ を含んでおり､ ｢被用者｣ ( ) は､
｢使用者に雇用されたすべての個人｣ と定義されている

(83)

｡
しかし､ ｢雇用｣ や ｢使用者｣ の定義が非常に包括的であり､ その具
体的な解釈や応用が裁判所に任されている｡ 第２節で述べるように､ 公
正労働基準法が制定されてからの最初の段階 (1938年－1947年) におい
て､ 裁判所は､ 公正労働基準法の適用を受ける雇用関係または被用者性
や使用者性の判断に際して､ 従来のコモンローに依拠し､ あまり広く認
めていなかった｡
この定義の包括性が裁判所によって認められたのは､ 1947年､ 合衆国
最高裁判所が公正労働基準法上の雇用関係の判断においていわゆる ｢経
済的現実｣ 基準を採用してからである｡ それ以降､ 公正労働基準法は雇
用関係を ｢広範に｣ ( ) ｢広い幅｣ を持つよう定義づけている

(84)

とされ､ ｢公正労働基準法上の 『使用者』 についての法的定義は独自の
概念であり､ 形式主義あるいはコモンロー上の定義に限定されない

(85)

｣ と
理解されるようになった｡

第２節 初期 (1947年まで) における裁判所の判断 ｢共同使用者｣

地位の実質的な否定

１ ｢使用者｣ 性の判断と ｢共同使用者｣ 地位の実質的な否定

公正労働基準法が制定されてからまもなく､ 法の適用に際して､ 労働
者が他方の者との間で雇用契約関係を締結している場合､ 実際に労働力
の提供を受ける者が公正労働基準法上の使用者となりうるかについて争
われた裁判例があった｡ これらの裁判例は､ 公正労働基準法上の使用者
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性あるいは雇用関係の成否について､ これをコモンロー上の概念または
契約的パラダイムから区別して考えておらず､ 一方の者が雇用契約の一
方当事者として使用者である場合には､ 他方の者が ｢共同使用者｣ とい
う地位にありうることについて､ それを実質的に否定していたと言える｡
以下では､ その中の典型的な裁判例を概観した上で､ 当時の裁判例が､
複数使用者労働関係における使用者について､ いかに判断していたのか
を検討する｡

２ 裁判例の検討

１) 判決
(86)

[事実の概要]：
被告 １はクラフト紙と木材パルプの生産を行う会社であり､ その製品の原

材料となるパルプは被告 2によって提供されている｡ 2は50人の労働者を雇っ
てパルプ切りと運送の仕事に従事させていた｡ 本件は､ 2に雇用されている
が､ その他の労働者を代表して､ 1と 2に対して､ 最低賃金と割増賃金の未
払い分等を求めた事案である｡ また､ は､ 2が 1の被用者であり､ の使
用者でもあると主張している｡

本判決は､ コモンロー代理法理､ また公正労働基準法における ｢雇用｣
の定義との両方に基づき､ の主張を否定している｡
ａ) コモンロー代理法理に基づき､ ｢彼 ( 2) は両方であることはで
きない｣ とされている｡ つまり､ ｢『ある個人が､ 顕名された本人 (

) の代理人 ( ) としてのみ第三者と契約する場合､
彼はその本人あるいは彼自身を拘束するが､ 両方を拘束することはない｡
両方を共同被告とする訴訟は実践的かつ法的な異常を意味する』､ もし
本人が拘束されるならば､ 『いずれの法的原則に基づいても､ 代理人に
対しては責任を問えないことになる

(87)

』｣｡
これに基づいて､ 本判決は､ ｢ 2が 1の代理人あるいは被用者とし
て50人を雇っていた場合には､ １は の使用者となり､ 賃金の支払
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義務を負う｡ しかし､ 2が真の使用者として50人を雇い､ １が 2と
共同して との契約締結に関与しておらず､ 2が 1から独立的に行
動している場合には､ 2のみが制定法の未遵守について責任を負うこ
とになる｡ 2が被用者であると同時に使用者であると判断するのは､
制定法の不自然な解釈になると考える｣ としている｡
ｂ) そして､ 本判決は､ 本件で適用とされる公正労働基準法上の ｢雇
用｣ ( ) の定義を踏まえ､ １と の間の雇用関係の成否につい
て次のように判断している｡ すなわち､ 公正労働基準法における ｢雇用｣
の定義は ｢労働を許容または黙認する｣ となっているが､ ｢これは､ 第
３者に雇用され､ 労働の結果が被告のためになる場合の被用者が､ 最終
的に製品 (労働の成果) を受けた被告によって雇用されあるいは 『労働
を許容または黙認される』 と解釈されてはなら｣ ず､ 言い換えると､
｢独立的契約者の被用者は､ その仕事が最終的に注文主 ( ) の
利益のために行われているが､ 注文主の被用者ではない｣､ 公正労働基
準法における ｢雇用｣ や ｢使用者｣ の定義の趣旨について､ ｢立法者で
ある連邦議会は､ 被用者と使用者としての関係､ または支払義務を約束
した側と支払のため働くことを約束した側との間に存在する関係を変え
る意図ではない｣｡
要するに､ 本判決によると､ 労働者の労務が独立的契約者を通じてユー
ザー企業に提供される場合に､ ユーザー企業は労働者に対して公正労働
基準法上の責任を負わない｡ もっとも､ いわゆる独立的契約者が単なる
代理またはユーザー企業の被用者である場合には､ ユーザー企業は公正
労働基準法上の使用者になる｡
ただ､ 本判決において､ 公正労働基準法上の共同使用者の存在が結論
的に否定されたが､ 法的に一般論的に否定されたわけではない｡ という
のは､ 注文主 (本件 1) が下請業者 (本件 2) とその被用者 ( ) と
の契約締結に関与しておらず､ 下請業者と独立的に行動しているという
ことが前提とされているからである｡ つまり､ この前提条件が満たされ
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る場合に､ 注文主と下請業者ともに使用者としての責任を負うことにな
ると認める余地があると理解できる｡
とは言え､ ｢独立的に行動する｣ 指標としては､ 本判決は､ ｢契約締結｣
にしか触れておらず､ 基本的には､ 公正労働基準法上の ｢雇用｣ の広い
定義にもかかわらず､ 既に被用者と一方の使用者との間に雇用契約関係
が存在している場合に､ それを尊重して､ 他方の者の共同使用者として
の地位の成立について､ 消極的な姿勢であると理解できよう

(88)

｡

２) 判決
(89)

[事実の概要]：
訴外保安サービス企業 に雇われ､ と の間の契約に基づいて､ ある食品

会社 においてガードマンとして働く が､ に対して､ 公正労働基準法に
基づき､ 割増し賃金などを請求したが､ 連邦地裁判決で棄却されたため､ が
控訴したのが本件である｡ は に雇用された時に､ の指揮に基づき働くこ
と､ に雇用され､ 賃金を支払われることを知っていた｡ は､ 確実に約束し
たとおり週毎に に賃金を支払っていた｡ また､ と との間の契約が誠実
に締結された ( ) と証言されている｡

第５巡回区控訴裁判所は､ 公正労働基準法のもとで､ が の使用
者であるか否かについて､ 次のように一般論を述べた上で､ それを否定
して の主張を棄却した｡
つまり､ ｢賃金支払い義務が存在するところ以外に､ 新しく賃金支払
い義務を作り出し､ これを法に規定された基準で評価するというのは公
正労働基準法の意図ではない｡ 一方が他方を明確に雇用もしておらず､
他方への支払義務が含意された場合において他方の労働を黙認または許
容もしていない場合には､ これらは法 (公正労働基準法) の下での使用
者と被用者ではない｣｡ ただし､ ｢ が法を回避するため､ と共謀して､
を見せかけ上の独立的契約者とした場合､ が の代理として を
雇用し賃金の支払いをしたと見なされ､ が の被用者と判断される
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ことになる｣｡
そして､ 本判決は､ 本件について､ ｢ は満足できるガードサービス
を提供することで毎月 から報酬をもらうため､ 自己の計算において
独立的契約者として と契約を締結し｣､ ｢サービスが満足のいくもの
であると確保するため､ を のある程度の支配の下におい｣ たこと､
｢ が から賃金を請求することしかできなかったし､ 実際にそうして
いた｣ ことのため､ が の使用者であるとした｡
他方で､ は､ 使用者の代位責任に関するケースを引用して､ が
の指揮監督下にあることから､ が独立的契約者ではないと主張する｡
これに対して､ 本判決は､ これらのケースは､ ｢人々または労働者への
個人的な傷害に関する責任であり､ 賃金の支払いに関する義務ではない｣｡
｢賃金は不法行為ではなく､ 契約の原則 ( ) に基づ
くべきである｣ とした｡

要するに､ 本判決は､ 賃金支払い義務の発生が契約の原則に従うべき
であることを強調して､ 独立的契約者としての下請業者が労働者を雇い､
賃金を支払っている場合には､ ユーザー企業は､ 法の潜脱のため､ 下請
業者と共謀し､ 業務請負契約を見せかけのものとする場合でない限り､
労働者に対して､ 公正労働基準法上の使用者として最低賃金や割増賃金
を支払う義務が存在しないと判断している｡

３ 小括

以上の２つの裁判例のように､ 業務下請におけるユーザー企業の労働
者に対する公正労働基準法上の最低賃金や割増賃金の支払い義務につい
て､ 裁判所は､ コモンロー代理法理または契約的原則に基づき､ 下請業
者が独立的契約者である場合には認められないとしている｡ このような
判断は､ 他方で､ 公正労働基準法上の使用者性の判断基準にも関係して
いる｡ すなわち､ この時期において､ 公正労働基準法上の使用者性ある
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いは雇用関係の成否について､ 裁判所は､ コモンロー上の概念または契
約的パラダイムから区別して考えておらず､ ｢契約の原則｣ に支配され
ているとしていた｡ このため､ 複数の雇用行為が存在しない場合､ ユー
ザー企業が法の潜脱のために下請業者を見せかけとした場合､ あるいは
ユーザー企業が下請契約と労働者の間の契約の締結に関与していない場
合でない限り､ 複数の使用者の存在が否定されるべきであるとされてい
たのである｡
第６巡回区控訴裁判所は､ 判決

(90)

において､
もっとも明確に､ 労働者と下請業者との間に真正な雇用関係がある場合
に､ ユーザー企業が使用者となりうることについての疑問を提示してい
る｡ つまり､ この判決は､ ｢ における問題は､ 雇
用関係の存否の問題ではなく､ 労働者及び使用者として請求された企業
との間に雇用関係が存在していたかの問題である｡ もしこのような関係
が労働者と中間的な独立的契約者との間に存在したのであれば､ 被告
(ユーザー企業､ 筆者注) は法の違反について責任を負わされない｣ と述
べ､ ユーザー企業と下請企業を公正労働基準法上の共同使用者とするこ
とについて､ 明白に消極的な姿勢を表しており

(91)

､ その他の裁判例と同様､
ユーザー企業が法の潜脱のため下請企業を見せかけとして使用した場合
以外､ 労働者が中間的契約者の被用者のみであるとしている｡

第３節 1947年合衆国最高裁判決 ｢共同使用者｣ 地位の暗黙的な

肯定

１ ｢共同使用者｣ 問題に関する合衆国最高裁リーディングケース

ニューディール期に下された 合衆国最高裁
判決

(92)

では､ 明白には ｢共同使用者｣ という用語が使われていないが､ 労
働者が既に一方の使用者との間で雇用関係が確定して認められているに
もかかわらず､ 他方の者も公正労働基準法上の使用者に当たると判断さ
れているため､ 実質的に､ この判決が共同使用者問題に関するリーディ
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ングケースであるとされている
(93)

｡ また､ この最高裁判決によって提示さ
れたいくつかの判断要素が､ 後の ｢共同使用者｣ 問題に関する裁判例に
おいても援用されており､ 大きく影響を与えていると言える｡ この先例
から､ 初期の合衆国最高裁判所の共同使用者問題に関する判断を窺うこ
とができる｡ 以下では､ この事案について検討する｡

[事実の概要]：
上告人 は食肉処理場を経営する会社である｡ は､ 業務上の必要性から､

仕事経験のある骨抜き人 ( ) (以下 ｢ ｣ という) には､ 食肉処理場で
骨抜きの仕事をする熟練した骨抜き人チームを招集してもらって､ の提供す
る場所において骨抜きの仕事をしてもらうことにした｡ そのため､ は との
間で契約を締結し､ それによると､ は骨抜き肉の量に基づき から報酬をも
らい､ 彼の被用者となるその他の骨抜き人について完全な支配を有する｡ か
ら支払われた報酬は基本的に骨抜き人らの間で平均的にシェアされていた｡ 骨
抜き人らは､ 自分の道具をもっており､ 直接的に に労働時間について支配さ
れたことがないが､ の監督者が毎日頻繁に骨抜き作業を監督していた｡ その
後､ が辞めた後も､ は の時と同じように他の個人の骨抜き人と契約を締
結し､ 仕事をしてもらった｡ の賃金・労働時間担当官である被上告人
が､ が法 (公正労働基準法) に違反し､ 骨抜き人らに対して記録の保存と割
増賃金の支払い義務を怠ったと主張したのに対し､ 連邦地裁判決は､ 骨抜き人
らは の被用者でないとして否定したが､ 控裁判決では地裁判決が取り消され
た｡ 合衆国最高裁判所においても､ は､ 骨抜き人らが法の保護範囲外にある
独立的契約者であることを主張した｡ しかし､ 本件では､ 骨抜き人らが独立的
契約者ではなく､ の被用者であることが明らかであるので､ 実質的に問題と
なるのは､ と の間の契約によって､ によって雇用され､ 監督され､ 食肉
処理場での仕事に対して賃金を支払われる骨抜き人らは､ の被用者であるか
否かであった｡

合衆国最高裁判所は､ この事案で､ はじめて､ 公正労働基準法上の雇
用関係の成否の判断基準として､ 従来の下級審判決とは異なり､ いわゆ
る ｢経済的現実｣ 基準を採用した｡ そして､ 本件では､ 骨抜き人らが
との間で雇用関係があり､ の被用者であることは明らかであるにも
かかわらず､ 上記の判断基準に基づき､ 合衆国最高裁判所は､ が
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の公正労働基準法上の使用者であると判断した｡

１) 公正労働基準法上の被用者性の判断 ｢経済的現実｣ 基準の採用

本件の連邦地裁判決は､ ｢契約の自由は本来的な権利のみではなく､
憲法上の権利でもあり､ 下請契約 ( ) が骨抜き肉
の量産の方法として､ このビジネスにおいて異常なことでない｣ と述べ､
の使用者性を否定した｡
これに対して､ 合衆国最高裁判所は､ 連邦地裁の判断を否定し､ 公正
労働基準法の下での雇用関係の存否に関して､ ｢活動全体の状況によっ
て｣ 決定されるとし､ 1947年の合衆国最高裁先例判決における判断基準
を援用し､ ｢経済的現実｣ 基準という多要素からなる判断基準を採用し
ている｡ このいわゆる ｢経済的現実｣ 基準は､ 伝統的な労務遂行におけ
る支配が実質的でなくなったという認識から､ 不法行為法において発展
してきたコモンロー支配基準を拒絶するため生まれてきたものである

(94)

｡
合衆国最高裁判所は､ 1940年代における一連の裁判例において､ この
｢経済的現実｣ 基準を採用し､ ニューディール期の雇用法の下での被用
者概念の形成の基礎としていた

(95)

｡ この判断基準においては､ 使用者の労
働者の遂行過程に対する ｢支配｣ ではなく､ 労働者の使用者に対する
｢経済的依存性｣ が主な考慮要素とされる｡

２) 共同使用性の判断に関する判断要素の確立

本判決では､ ｢経済的依存性｣ の判断のため､ 新しい判断要素､ 特に
統合性 ( ) 要素､ すなわち労働者が生産ラインにおいて､ 使
用者の生産システムの中の不可欠な特殊な仕事をしたか否かという要素
が強調された｡ これも､ 本件の控裁判決の考え方に基づいたものであり､
つまり､ 骨抜き人らは共通の目的のために働き､ その仕事は ｢１つの経
済単位の全体｣ の中の一部であるとみられることにより､ 彼らと食肉処
理場の間の雇用関係が認められたのである

(96)

｡ そして､ その他の要素も提
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示されている｡ つまり､ ①骨抜きに関する契約 ( と の間の契約) に基
づく責任が､ 本質的な変化を伴うことなく､ １人の契約者からその他ま
で適用されたか否か､ ②使用者の建物や施設は利用されたか否か､ ③骨
抜き人らが１つの工場からその他の工場に移転することを可能にするた
めのビジネス組織があったか否か､ ④使用者の管理者が業務の遂行を綿
密に管理していたか否か､ ⑤骨抜き人らの得られる利益は､ 発意､ 判断
及び見通しよりは､ 効率に依存していたか否か

(97)

である｡
これらの判断要素のうち､ 特に要素①と③は､ 本件において､ ユーザー
企業である が ｢共同使用者｣ としてみなされるべきか否かを判断す
る際に､ 確立された判断要素として理解できる｡ すなわち､ 本判決は､
特にこれらの要素を通じて､ 下請契約者のユーザー企業との交渉能力を
判断要素としており､ この点に大きな特徴があると言える｡

３) 小括

要するに､ 本判決は､ 複数使用者労働関係における公正労働基準法上
の使用者性について､ ｢経済的現実｣ 基準を採用し､ その基準の基盤と
なる ｢経済的依存性｣ の具体的な判断に際して､ 上述したような新しい
判断要素を提示していた｡
そして､ 本件は ｢共同使用者｣ 問題に関わる事案であるため､ 本判決
は､ 複数使用者労働関係において､ ユーザー企業が ｢共同使用者｣ に該
当するか否かについて､ ユーザー企業と下請業者の間の交渉経緯や交渉
能力に関する判断要素を新しく確立した｡
しかし､ 本判決では､ 特に要素⑤の採用によって表現されているよう
に､ 被用者の独創性や判断という独立的契約者と被用者との区別の問題､
すなわち被用者性の問題に使われた判断要素も採用されている｡ この点
から､ 合衆国最高裁は､ 共同使用者問題を､ 特に被用者性・使用者性の
問題と区別して考えてはいないことが窺われる｡
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２ ｢共同使用者｣ 地位の存在を明確に認めた合衆国最高裁判例

これまで述べてきた複数使用者労働関係に関わる事案の類型とはやや
異なるが､ 合衆国最高裁判所は､ 1973年に言い渡された判決の中で､ は
じめて明白に､ １人の被用者につき､ 公正労働基準法の下では､ １つ以
上の使用者が存在することが可能であることを認めている

(98)

｡

[事実の概要]：
本件は､ 公正労働基準法上の義務違反についての差止めとバックペイを請求
した事案である｡ 不動産管理会社の共同パートナーである上告人 は､ 多数の
アパート団地の所有者のために管理経営サービスを提供している｡ アパートの
所有者らとの契約において､ は､ それぞれの所有者を代表して､ アパート団
地の適切な運営に要求される役割を履行することに同意している｡ もその他
のパートナーも､ が管理するビルについて財産的利益を持っていない｡ は､
それぞれの物件から徴収した総家賃の一定割合を報酬としてもらっている｡
は､ 賃貸､ メンテナンス､ ビルの経営に要求されるすべての役割を果たしてお
り､ 具体的には､ アパート賃貸の広告､ 賃貸契約の締結､ 更新またはキャンセ
ル､ 賃料の徴収､ 立ち退きと賃料不払い等のためのすべての法的手続き､ 必要
な修繕､ 経営予算の準備､ 所有者に対する定期的な報告書の提出､ ビル等の経
営やメンテナンスに必要な労働者の雇用､ 管理などが求められている｡ 労働者
らが､ の管理の下で働き､ 賃料から報酬を支払われたが､ 所有者らと の
間の契約において､ ｢所有者の被用者｣ と見なされている｡ 本件連邦地裁判決
における争点のうちの１つは､ がこれらの労働者の使用者であるか否かの問
題であった｡ 連邦地裁判決はこれを否定したが､ 控訴判決で覆されたため､
が上告したのが本件である｡

合衆国最高裁判所は､ 控訴判決のこの点についての判断を支持し､ 全
員一致で､ 労働者ら ｢がそれぞれのマンションの所有者の被用者である
ことは明白である｣ が､ も､ ｢使用者｣ を ｢被用者との関係で直接的
または間接的に使用者の立場に立って行動するすべての者｣ と定義する
公正労働基準法においては､ 労働者らの使用者である､ との結論に至っ
ている｡
具体的には､ の ｢それぞれのアパートおける｣ ｢これらの労働者ら
の労働条件に対する実質的な支配を及ぼす管理責任の内容

(99)

｣ 及び ｢『使
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用者』 の定義の拡張性｣ などを考慮すると､ 公正労働基準法においては､
も労働者らの使用者であるとされている｡
このように､ 合衆国最高裁判所は､ はじめて明白に､ 公正労働基準法
の下で､ 労働者が既に一方の使用者の被用者であることは､ 他方の者が
｢共同使用者｣ であることを阻止しないこと､ 複数の者が労働者に対し
て､ 使用者の地位にありうることを正面から認めたのである｡

第４節 連邦労働省行政規則 ｢共同使用者｣ 概念の確認

公正労働基準法の下で､ 複数使用者労働関係において､ 下請業者と労
働者との間で雇用契約関係が存在しているものの､ ユーザー企業が ｢共
同使用者｣ として認められうることは､ 1947年の合衆国最高裁判所判決
によって明らかにされていた｡
これに加え､ 他方で､ は､ 1961年に､ 公正労働基準法に関する
行政規則において､ 明確に､ ｢共同使用者｣ 概念を確認している (｢1938
年公正労働基準法の下での共同雇用関係｣ 29 791 (2008

(100)

))｡ 以
下では､ この行政規則を紹介し､ 検討を加える｡

１ 行政規則の内容

まず､ この行政規則の目的について､ は､ 1938年に制定された
公正労働基準法の下での共同雇用関係 ( )

についての一般的な解釈を示し､ ｢使用者と被用者に対して､ ( ､ 筆

者注) が法の施行において､ いかにそれを適用するかについての実務的
な指針｣ として役立てることを意図しているとされている (29
791 1)｡
次に､ は､ 公正労働基準法の下での共同雇用関係について次の
ように述べている｡

｢1938年の公正労働基準法の下で､ １人の個人は､ ２つあるいはそれ以上の
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使用者の被用者という地位に立ちうる｡ それは､ この法 (公正労働基準法) に
おいて､ １つの使用者によって雇用された個人に対して､ 別の使用者との雇用
関係に入ることを阻止する条項が存在しないからである｡ この法 (公正労働基
準法) の下で､ 使用者らによる雇用は共同雇用 ( ) それとも
単独かつ個別雇用 ( ) と見なされるかにつ
いての決定は､ 個別のケースにおけるすべての事実による｡ 関係する事実から､
２つまたはそれ以上の使用者が､ 完全に他方から独立して行動し､ ある被用者､
つまり同じ労働週に１つ以上の使用者のために働く被用者との雇用に関して完
全に分離されているのであれば､ それぞれの使用者のこの法 (公正労働基準法)
の下での義務を決定する際､ その被用者が他方の使用者 (あるいは使用者ら)
のために行った仕事について度外視することができる｡ 他方で､ 関係する事実
から､ 被用者が２つまたはそれ以上の使用者により共同的に雇用された場合､
例えば､ 一方の使用者による雇用は他方の使用者 (使用者ら) による雇用から
完全に切り離されない場合には､ 被用者の労働週における共同使用者らのため
の全ての仕事は､ この法 (公正労働基準法) の下では､ １つの雇用と見なされ
る｡ この場合には､ 全ての共同使用者らが連帯して (

)､ 特定の労働週の全体の雇用について､ この法における割増賃金規定
を含む条項の遵守について責任を負う｡ この共同責任を果たすに際して､ もち
ろん､ それぞれの使用者は､ 最低賃金と割増賃金の支払義務について､ その他
の共同使用者または使用者らが被用者に対して行った支払いを自身の行ったも
のとすることができる｣ (29 §791 2 ( ))｡

そして､ いかなる場合に､ 共同雇用関係が存在するかについて､
行政規則は､ 次の３つの例を提示している｡

｢被用者が､ 同時に２つまたはそれ以上の使用者のためになる仕事をする場
合､ あるいは１つの労働週において異なる時間帯に２人またはそれ以上の使用
者のために働く場合には､ 次のような状況において､ 一般的には共同雇用関係
が存在すると思われる：
①使用者らの間には､ 被用者のサービスを共有するとの取り決めがある場合､
例えば､ 被用者の交換に関する取り決め

(101)
；あるいは

②一方の使用者が被用者について直接または間接的に他方の使用者 (使用者ら)
の利益のために行動する場合；あるいは
③使用者らの特定の被用者との雇用が完全に切り離されておらず､ 一方の使用
者が直接的あるいは間接的に他方の使用者を支配し､ あるいは支配され､ あ
るいは他方の使用者と共同的な支配にあるということから､ 使用者らが被用
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者について支配を共有していると見なされる場合｣(29 §791 2 ( ))｡

２ 1939年解釈通告との異同

この行政規則の内容は､ 特に( )で挙げられている３つの例示をみる
と､ 1939年に が発行した割増賃金規定についての解釈通告とは､
ほぼ変わりがないことが分かる｡ その中で､ 1939年の解釈通告に基づい
たその後の共同雇用に関する裁判例が注として引用されており､ 解釈通
告と行政規則との関連性がみられる｡
ただし､ この行政規則は､ 次の面で1939年の解釈通告から区別できる
と言える｡
① 解釈通告は基本的に２つの雇用における労働時間の通算に適用さ
れるものであったのに対して､ この行政規則は､ 公正労働基準法
におけるすべての条項を適用対象としている (実際に紛争となる

のは､ 最低賃金と割増賃金規定に関する部分がほとんどである)｡
② 解釈通告は､ 基本的に２つの雇用を１つの全体としてみなすため
の ｢共同雇用｣ について規定している｡ これに対して､ この行政
規則は､ ｢共同雇用｣ 関係を含めて規定しているが､ それに限定
されず､ 本稿の検討対象である複数使用者労働関係における ｢共
同使用者｣ 関係もその中に含まれていると理解できる｡

このように､ の行政規則は ｢共同使用者｣ 概念を明白に確認し
ているが､ 判断の基準について､ 非常に広い意味を有する例示を出すの
に留まっており､ 後述するように､ ｢共同使用者｣ 概念とその法理は､
実質的に裁判例によって展開し､ その具体的な判断は裁判所に委ねられ
たのである｡

注

(80)
2 393 400 (2001)

公正労働基準法の目的について､
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5
419 472 73 (2002) (公正労働基準法の３つの主要な目的を次のよ

うに要約している：①最低賃金を定立して､ 性別に基づく賃金差別を禁
止､ ②通常の賃金率の1 5倍以上の率での割増賃金を要求､ ③児童の雇用
を制限)｡

(81) 29 202 (この制定法の政策目的を有害な労働条件の迅速的
な排除であると位置づけている)； 339

497 509 11 (1950) (標準以下の労働条件を排除するという目的が
広い適用範囲を要するとしている)｡

(82) この訳は中窪裕也 『アメリカ労働法』 (弘文堂 1995年) による｡
(83) 29 203
(84) 503 318 326 (1992)

331 722 728 (1947)
(85) 784 538 545 ( 1991)

503 325 26
331 728 867 2 875

877 (5 1989)
(86) 42 35 (1941).
(87) 214 22 106 166 167 (1925).
(88) 本件と同様に､ コモンロー上の契約的原則を重視する姿勢から､ 公正

労働基準法上の共同使用者の地位の成立に消極的である裁判例として､
119 2 858 860 2 78

81 36 776 40
279 34 555 が挙げ

られる｡ しかし､ これらについて､ その後に下された裁判例によって実
質的に否定されている｡ 判決 (922 1450
(1996)) において､ ｢被告らの 『最終的利益が注文主のためであるにもか
かわらず､ 独立的契約者の被用者らが注文主の被用者ではない』 という
主張のために引用された 42 35 (
1941) 判決 ( 事案 (本稿第２章第３節を参照) 最高裁判決の
前に言い渡された判決)は､ 間違っている｡ 『経済的現実基準』 の下で､
技術的または契約的ラベルは決定的ではないのであり､ より事実に基づ
いた審理が要請される｣ としている｡

(89) 119 2 858 (5 1941)
(90) 139 2 60 (6

1943).
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(91)
46 983 1114 15 (1999)

(92) 331 722 (1947).
(93) 14 2 405 415 ( 1998)
(94) 41.
(95) 142 332 126 (1947)

331 722 (1947)
331 704 (1947) 322 111
(1944)

(96) 331 729 ｢われわれは控訴審の判断､
つまり骨抜き人らの仕事を生産単位に統合されている一部分と性格づけ､
このような状況においては､ このような仕事を行う労働者は施設の被用
者であるとするのに同意する｣ としている｡

(97) 331 730.
(98) 414 190 (1973).
(99) 管理責任の内容は､ 実質的にすべての管理と経営的役割を含んでおり､
賃貸の実施､ 賃料の徴収､ 賃料からの経営費用の支払いなどである｡

(100) 1961年以降現在まで改正されていない｡
(101) は以下の裁判例を注として引用しているが､ いずれも第１章第３

節で述べた ｢共同雇用｣ に関する裁判例である｡
129 2 655 ( 10)

140 2 258 ( 4) 131 520 (
1954)
27 68 888 12 367 (

1954)

第３章 ｢共同使用者｣ 法理の複数使用者労働関係の下での判断基
準の変遷

本章では､ 本稿で定義した複数使用者労働関係をめぐって､ 裁判所が､
1947年合衆国最高裁判決に引き続き､ いかに ｢共同使用者｣ 法理を適用
して､ 公正労働基準法における使用者を判断しているのかについて､ そ
の判断基準の変遷を辿る｡
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第１節 ｢共同使用者｣ 法理の裁判例における適用についての概観

１ 主な適用場面

｢共同使用者｣ 法理の適用が多い分野としては､ 主に､ アパレル産業､
管理人サービス業､ 農業労働､ 病院､ 健康施設､ 労働者派遣やリース業
などが挙げられる｡ これらの分野においては､ 従来の使用者と被用者の
２者間の雇用関係ではなく､ 業務下請や労働者派遣などの形を通じた複
数使用者労働関係 (３者間関係) が形成されることが多い点で共通して
いる｡
特に､ アメリカの農業労働には古くから被用者リース業として発展し
てきた

(102)

という背景があるため､ 農業労働における公正労働基準法の下で
の共同使用者地位の成否についての裁判例が先例として数十年間積み重
ねられてきた｡ 他方で､ 近年､ 複数使用者労働関係がよくみられるその
他の領域､ 例えば､ アパレル産業等の臨時的雇用 (

) が利用されている分野では､ 共同使用者法理を通じて､ 公正労
働基準法に規定されている最低賃金や労働時間に関する基準を徹底的に
実行させようとする動きも多く出てきている｡ その背景として､ 業務下
請という実態の急増や独立的契約者または労働者派遣の利用の普遍化に
伴い､ 使用者らが労働法規違反の責任を否認するよう企てることによっ
て､ 複数使用者労働関係における労働者の利益が侵害されやすくなって
いることが挙げられる

(103)

｡

２ 判断基準

アメリカ法は ｢雇用｣ や ｢使用者｣ を極めて広く定義をしているが､
すべての複数使用者労働関係において､ ユーザー企業あるいは注文主が
公正労働基準法の下で ｢共同使用者｣ としての地位に立たされるという
わけではない｡ つまり､ 本稿でいう複数使用者労働関係においても､ 基
本的に労働者との間で雇用契約を締結している者が当然に使用者と認め
られ､ 使用者としての責任が負わされる｡ ここで問題になるのは､ 労働
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者を雇用していないユーザー企業が､ いかなる状況において､ ｢共同使
用者｣ という地位に立たされ､ 使用者としての責任を負わされるかにつ
いての判断である｡ すなわち､ 使用者を雇用契約の一方当事者以外の者
に拡張しようとするときに､ いかなる判断基準が適切かがもっとも重要
な問題となるのである｡ 言い換えれば､ 複数使用者労働関係における下
請契約などの契約締結の自由を尊重しつつ､ 実質的に使用者として認め
られるべき ｢共同使用者｣ の確定をする必要があるが､ この２者の間で
いかに均衡をとるかが考慮しなければならない問題となる｡ このため､
具体的な判断基準は､ ｢共同使用者｣ 法理の裁判例における適用におい
ては､ もっとも重要な論点となっている｡
この判断基準に関しては､ すでに､ 公正労働基準法における ｢共同使
用者｣ 問題に関する合衆国最高裁のリーディングケースが触れていた｡
しかし､ 次節から詳しくみるように､ その後の下級審裁判所は､ 最高裁
判決で提示されているいわゆる ｢経済的現実｣ 基準を､ その具体的な適
用に際して一致した形で用いているのではなく､ ２つの類型の判断基準
を競合的に使うようになった｡ このような不一致の中で､ 判断基準を統
合して適用することが提唱され､ さらに､ ｢共同使用者｣ 問題に関する
判断に際して､ 最高裁の判断基準自体に問題があることが指摘され､ 上
記２つの類型の ｢経済的現実｣ 基準が統合され､ 判断基準の修正が行わ
れており､ 注目される｡ そして､ 近年では､ これまでの経緯を踏まえ､
複数使用者労働関係における ｢共同使用者｣ 問題に関して､ より自由化
された判断基準が採用され､ 定着を見せる傾向にあると思われる｡
本章では､ 複数使用者労働関係が関わる分野に分けることなく､ 公正
労働基準法上の共同使用者問題に関する判断基準､ その変遷及び特徴に
ついて詳しく検討する｡
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第２節 ｢直接的な支配｣ 基準と ｢間接的な支配｣ 基準の競合

１ ２つの類型の ｢経済的現実｣ 基準

公正労働基準法上の雇用関係の存否､ または共同使用者地位の存否を
判断する際に､ 合衆国最高裁判所は､ ｢経済的現実｣ を判断の基準とし
て採用していたことは､ 第２章第３節で述べたとおりである｡ この ｢経
済的現実｣ 基準は､ ニューディール期に制定された法律の適用範囲につ
いて､ 最高裁判所が1940年代に解釈を行う中で定着してきており

(104)

､ それ
ぞれのケースの多様性に基づいた多要素による分析を含んでいるが､ そ
のうちのいずれも決定的要素ではないとされており､ 初期の裁判例の中
では､ ｢経済的現実｣ 基準が関連するすべての事情をベースとするもの
であることが強調されていた

(105)

｡
しかし､ 最高裁判所は､ ｢経済的現実｣ 基準について具体的に解釈して
おらず､ この判断基準の具体的な適用に際して､ 不明確さが残されてい
る｡ ｢共同使用者｣ 問題に関するリーディングケースである
最高裁判決が依拠している社会保障法 ( ) 上の雇用
関係の成否に関する最高裁判決

(106)

は､ ｢経済的現実｣ 基準を確認したのみ
ならず､ はじめて明確に､ ｢経済的現実｣ 基準を ｢経済的依存性｣ とい
う概念とリンクさせ､ それを具体的な判断の際の中心的要素と位置付け､
多要素による判断基準を提示していた｡ それ以降､ ｢経済的現実｣ 基準
の意味は多要素による分析として理解され､ ｢経済的依存性｣ (

) が ｢経済的現実｣ 基準の基準とされるようになった
(107)

｡ とは
言え､ この理解以上に､ ｢経済的依存性｣ という概念の解釈について､
その内容が具体的に検討されることはなかった｡
これを受けて､ ｢共同使用者｣ 問題に関わる事案においても､ ｢経済的
現実｣ 基準が判断基準として受け入れられ､ 裁判所は､ ｢経済的現実｣
を分析するための判断要素の発見や構成に努めていた

(108)

｡ こうして､ ｢経
済的現実｣ 基準が公正労働基準法上の雇用関係の成否の判断に採用され
ることが､ 合衆国最高裁判所によって確定され､ その後も変更されてい
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ないにも関わらず､ それ以降の裁判例においては､ ｢経済的現実｣ 基準
の２つの競合的な類型が現れてきたのである

(109)

｡
このような判断基準の適用が分かれていることについて､ これはまさ
に初期の英米不法行為法における被用者と独立的契約者を区別する際

(110)

の
対立を反映しているとする評価がある

(111)

｡ さらに､ 同一の上訴裁判管轄内
でさえ､ 裁判所は特に判断の解釈枠組みを検討せずに､ 任意的に判断要
素を採用し､ 判断結果の不一致をもたらしている｡ このため､ ｢経済的
現実｣ 基準は､ ｢不確定で､ 予測できず､ 使用者及び裁判官の巧みな操
作によって大きく影響されやすい｣ と批判されることがある

(112)

｡

１) 第１の類型 ｢支配｣ を強調する厳格な四要素基準

第１の類型において､ 裁判所は､ 厳格なコモンロー支配基準 (

) に類似するような具体的な ｢支配｣ を強調する
四要素基準を採用している｡ このアプローチにおいては､ 裁判所は典型
的に以下の四つの要素を考慮している｡ すなわち､ 使用者は､ ①被用者
を雇用､ 解雇する権限を有したか､ ②被用者の勤務スケジュールや雇用
条件を支配､ 監督したか､ ③賃金や支払方法を決めたか､ ④雇用記録を
保存したかである

(113)

｡ これらの判断要素から分かるように､ このアプロー
チは､ 企業の ｢労働者の労働条件についての直接的な支配の能力

(114)

｣ を評
価するものであり､ また､ ｢雇用関係の性質 ( ) や構造 (

) への支配
(115)

｣ を主な判断基準としていると言える｡ このアプローチ
(116)

は､ その厳格性から､ 一般的に使用者や共同使用者の地位を否定する傾
向にあるから､ 申し立てられた使用者側により､ この基準の適用が主張
されることが多い

(117)

｡
こうして､ 1947年合衆国最高裁判決が､ 企業の労働者に対する ｢間接
的な支配 (

(118)
)｣ も判断要素としたにもかかわらず､ この

厳格的なアプローチは､ それとは異なり､ ｢直接的な支配｣ を判断要素
としている｡
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他方で､ このアプローチの共同使用者問題における適用について､
1998年の 判決では､ ｢明らかに歪曲している｣､
｢直接の法人子会社または管理監督者を伴う場面以外には､ 共同使用者
という地位をめったに許していない

(119)

｣ と批判されている｡
それでも､ この第９巡回区控訴裁判所の裁判例

(120)

によって採用され､ そ
の他の巡回区控訴裁判所においても利用されるようになった四つの判断
要素について､ ｢共同雇用の問題に絡むケースにおいて大いに有用であ
る｣ と考える裁判例もみられる｡ その理由は､ ｢ある実体がこの四つの
特権を行使している場合に､ この実体がその他の主要な使用者に加え､
共同使用者と見なされるに違いない｣ からであるとされている

(121)

｡

２) 第２の類型 ｢経済的現実｣ を強調する基準

第２の類型では､ 裁判所は､ 労働者の労働条件への直接的な支配より､
労働者の経済的依存性や具体的な事実関係における ｢経済的現実｣ (

) を強調するような､ より ｢開放的な (
(122)
)｣ ア

プローチを採用している｡ 経済的現実を評価する要素には次のものが含
まれている

(123)

｡ つまり､ ①使用者の仕事の遂行方法についての支配権限の
程度､ ②事業の損益に対する被用者の関与と投資､ ③設備や原料に対す
る被用者の投資､ ④労務遂行にあたって特殊な技能や発意が要求される
か､ ⑤雇用関係の継続性や排他性､ ⑥当該労働の使用者の事業における
不可欠性や統合性である｡
第１類型とは対照的に､ このアプローチは､ 使用者の直接的な支配で
はなく､ 労働者の使用者に対する ｢経済的依存性｣ を主な判断要素とし､
共同使用者地位を主張する側によく援用されている｡
しかし､ 同様に､ このアプローチの共同使用者問題における適用は､
｢同様の程度反対の方向で歪曲的である (

(124)
)｣ と批判されている｡ その理由としては､ 次

のように述べられている｡ つまり､ ｢要素②と③は､ 明らかに､ 独立的
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契約者か被用者かを決める際に最も関係する要素であり､ すでに一方の
使用者の被用者であることが認められた被用者が､ 同様に第２の使用者
の被用者と見なされるかを判断する場合には非常に小さい価値しか有し
ない｡ つまり､ これらの要素は､ まず主に独立性の反対として､ 雇用関
係にある地位を判断し､ ほぼいつも申し立てられた他方の使用者につい
て､ すでに (雇用関係が) 認められている第１の使用者と同じ結果を引
き起こしてしまう｡ そのため､ これは共同使用者の審理のための区別に
は十分ではない

(125)

｣ と評価されているのである
(126)

｡
判決で明白に提示された､ ２つの類型の ｢経済

的現実｣ 基準の ｢共同使用者｣ 問題の判断に際しての有用性に関する疑
問は､ 極めて重要な意義を有すると言え､ その後の ｢共同使用者｣ 問題
の判断に反映されていると言える｡ この点については第３節で詳しく述
べる｡

２ ｢共同使用者｣ 問題の判断における ｢支配｣ と ｢経済的依存性｣

｢経済的現実｣ 基準の具体的な適用において､ 最も重要なのは､ 使用
者の労働者に対する ｢支配｣ と､ 労働者の使用者への ｢経済的依存性｣
の２点についての評価であると考えられる｡ 上述した２つの類型の根本
的な違いは､ ｢支配｣ や ｢経済的依存性｣ についての法的評価の違いに
由来していると言えよう｡ これは､ 特に複数使用者労働関係における
｢共同使用者｣ の存否を判断する場合においてより明かである｡ すなわ
ち､ 複数使用者労働関係の中で､ ｢経済的現実｣ 基準の適用において問
われる ｢支配｣ や ｢経済的依存性｣ をいかに評価するかは複雑さを増し
ている｡
以下では､ 複数使用者労働関係における ｢共同使用者｣ 問題に関する
判断において､ ｢支配｣ と ｢経済的依存性｣ を厳格に評価する場合及び柔
軟に評価する場合について､ 近年の典型的な裁判例を通じて概観する｡
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１) 具体的直接的な ｢支配｣､ 契約の原則に基づく ｢経済的依存性｣

近年の裁判例の中では､ 第11巡回区合衆国控訴裁判所の1994年の
判決
(127)

が､ 下請関係における共同使
用者地位の存否の判断に際して､ 具体的直接的な ｢支配｣ を判断要素と
して､ かつ契約の原則に基づき ｢経済的依存性｣ の存否を判断している｡
この判決に対して､ 多数の学説により批判されており､ 中には､ これを､
｢支配｣ についての厳格的な解釈が特に契約理論と結合する場合の内在
的制限性を例証する現代的裁判例として位置づけるものがある

(128)

｡

ａ) 本件の概要

[事実の概要]：
本件の争点は､ 収穫作業に従事する農業季節労働者 ( ) を

提供する農業契約者 ( ､ 以下 ｢本件 ｣ という) と
契約を締結した農場 は､ 公正労働基準法と (｢移動的・季節的農業労
働者保護法｣) において農業労働者 らの共同使用者に当たるか否かである｡
らの主張が連邦地方裁判所で棄却されたので､ 彼らが上訴したのが本件であ

る｡
本件では､ 206人の農業季節労働者である上訴人 らが本件 に雇用され､

被上訴人である農場 の仕事に従事していた｡ 本件 が必要とされる数の
労働力を雇用し､ 提供することに同意し､ との間で25年の取引をしてきた｡
は､ 本件 と取引してきた期間内において､ その他の を利用したこ

とがない｡ 他方､ 本件 は､ 本件農場への義務履行を妨げない範囲内にお
いて､ 以外の他の農場にも労働力を提供していた｡ らの労働期間において､
からもらった代金 (収穫される量による定率料金) は､ 本件 の唯一の

一番大きな収入源となるが､ その全部の収入の半分以下であった｡
らは､ が生産に関するすべての主要な決定をしているから､ 実際上彼ら

の労働を支配していたこと (主張①)､ が労務遂行について指揮監督してい
たこと (主張②)､ が間接的に らへの賃金支払いを支配していた (主張③)
と主張している｡

本件控訴裁判所は､ らの主張をすべて否定した上で､ が らの
共同使用者には該当しないと判断している｡
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ア 主張①に対して､ 裁判所は次のように判断している｡ つまり､
らが主張する支配は ｢支配の抽象的な概念を意味する｣ が､ 考慮される
べきなのは､ ｢具体的な支配 (例えば､ 雇用に関する直接な決定､ どの
労働者をどれぐらい雇用し､ 誰に特定の作業を割当てるか､ 労働者の管
理体制をいかに設計するか等) に制限されることが適切である｣ として
いる｡
本件では､ がこれらの決定に関与しておらず (この仕事に雇用さ
れる労働者の数を直接支配していないし､ 特定の労働者に特定の仕事を
割当てたこともない)､ 必要な労働者の数を決定し彼らを雇用して､ そ
の労働に報酬を支払うのが､ 本件 の責任である｡ これらに基づい
て､ 本判決は､ 本件 が ら及び彼らの雇用について､ ｢ から独
立して､ 絶対的な､ 制限されていない単独の支配をしていた｣ と判断し
ている｡ つまり､ 農場が本件 に対してどの作物をどの特定の時間
において収穫するかという ｢一般的な指示 ( ) をす
ることは不思議なことではない｣ から､ ｢支配が言えるのは､ がこの
ような一般的な指示を超えて､ 例えば指示された日にどのぐらいの作物
を収穫するか､ 特定の労働者または特定の仕事を割当て､ 仕事の監督に
ついて過度に活発な役割を果たしている場合である｣ とされている｡
要するに､ 本件では､ 農場が生産に関するすべての重大な決定を支配
することで､ 間接的に労働者の雇用に影響を与えていたが､ その影響は
｢直接的でも実質的でもない｣､ ｢最終的な支配 ( )｣ は
｢労働者の直接的使用者である｣ 本件 に維持されていると判断さ
れている｡

イ また､ らは､ が労務遂行について指揮監督したと主張した
が､ 本判決は､ ｢頻繁に行われる具体的で十分な支配監督を証明できる
事実の重要性｣ を強調して､ 労働者らの主張を退けた

(129)

｡
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ウ さらに､ 本判決では､ 労働者らが最も強調していた､ が間接
的に らへの賃金支払いを支配していた､ との主張も退けられた｡ す
なわち､ 本件では､ 明らかに､ ではなくて､ らを直接雇用した本
件 が賃金を支払っていたが､ が本件 への代金を決定して
いたこと､ 本件 が からより多くの支払いを受けない限り彼らの
賃上げ要求に応じられないことから､ らは､ が間接的に彼らの賃
金を支配していたと主張した｡ これに対して､ 判決は､ この主張を ｢幾
何学の推移的な性質

(130)

に従っている｣ (
) と批判し､ らには ｢不運ながら､ 幾何学の世界を束縛

する法は､ 連邦雇用法の領域においては同様の効果で適用されない｣ か
ら､ らの ｢論理的飛躍｣ は認められないとした

(131)

｡ 要するに､ 本件
が自力で と代金について交渉し､ から得た収入に基づいて､ 自由
に労働者らへの賃金を決めていたので､ 本件 が ｢ らの賃金につ
いて独占的な支配を有していた｣ ことになるから､ らが本件 に
のみ ｢経済的に依存している｣ と判断したのである｡

ｂ) ｢共同使用者｣ としての地位の成立への制限

ア ｢支配｣ について
判決は､ が ｢共同使用者｣ と認められるため､ らに対

して直接的具体的な支配をしていたことを判断要素としている｡ このよ
うな判断に対して､ 次のような批判がなされている｡ つまり､ 狭い支配
と具体的で十分な支配への強調は､ 実際の就業関係が雇用関係を弱減す
るように企画された重層的関係をベースにしている場面においては不適
合であり､ このような形式的なアプローチは主人・使用人のモデルには
適合するが､ 現代における業務下請の形態によって構成された複雑な場
面には適切ではない

(132)

｡
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イ ｢経済的依存性｣ について
前述のとおり､ 判決は､ が間接的に らの賃金を支配し
ていたという主張を否定している｡ この点についての賃金の支払いに関
する契約法的手法の使用は､ 就業関係についてその制度的､ 構造的背景
を捨象してしまうことが批判されている

(133)

｡ したがって､ 本判決は､ この
ような判断で､ 労働者と農場契約者の間での雇用関係の主な経済的変動
が農場の決定によって形成されることについて､ 否定的な態度を取って
いる
(134)

｡ さらに､ この判断の特徴について､ 労働者と下請契約者間の関係
および下請契約者と農場間の関係を､ それぞれ個別的な交渉として捉え､
結果的に､ 古典的な契約概念の適用が､ 下請契約者と労働者の農場に対
する経済的従属性の可能性を隠蔽したと批判されている

(135)

｡
これに関連して､ 本判決は､

(136)

における共同使用者問題に関す
る行政規則に列挙されている要素を重要な判断要素として判断しており､
基本的に ｢経済的依存性｣ を判断基準としている (本判決の最初におい

ても明言されている) 点では､ 従来の公正労働基準法における共同使用
者問題に関する先例と同様である｡ しかし､ ｢経済的依存性｣ を判断す
るための具体的な判断要素の採用について､ ｢農場が労働者に対する義
務への緩衝器 ( ) として農業雇用契約者を利用することが通常で
ある
(137)

｣ という農業労働分野の特殊性を考慮せず､ 行政規則外の要素
( ) で､ 且つ労働者の ｢経済的依存性｣ の判断に
関連する判断要素への重視が十分ではないと､ その後の裁判例や改正さ
れた 行政規則によって指南されている

(138)

｡

ｃ) 小括

判決は､ ｢支配｣ 要素を厳格なコモンロー代理法理に回復さ
せると同時に､ 下請契約者と注文主との間の交渉を契約の手法で捉え､
前述した 最高裁判決で提示されたような､ 下請契約者の交
渉能力､ あるいは下請契約者と注文主間の関係を軽視していると言える｡
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判決が例示しているように､ 複数使用者労働関係における
｢経済的現実｣ を正確に判断するために､ その関係を形式上の個別的な
契約関係と捉えるのみではなくて､ 産業構造を踏まえた上での ｢経済的
依存性｣ を評価することが求められる｡

２) 間接的な ｢支配｣､ 就業構造を重視する ｢経済的依存性｣

前述したように､ ニューディール期における雇用法の下での雇用関係
に関する一連の合衆国最高裁判所の裁判例は､ ｢経済的現実｣ 基準を展
開させ

(139)

､ それまでの雇用関係の認定において重要視されていた主従法と
契約法原則の拒否を意図していた｡ これらの先例に従い､ 判
決のような､ ｢支配｣ や ｢経済的依存性｣ を狭く捉える裁判例が存在す
るのに対して､ 一方では､ ｢支配｣､ ｢指揮監督｣ や ｢経済的依存性｣ の
意味の再編成

(140)

を受け入れている裁判例も存在している｡

ａ) ｢支配｣ について

例えば､ 事案
(141)

にお
いて､ 第１巡回区控訴裁判所は､ 臨時的雇用紹介所 (

) が労働者に対して直接的に監督していないにもかか
わらず､ 共同使用者であると認めた｡ 本判決は､ ユーザー企業が職場の
監督についてすべての責任を負うことになっていたが､ 紹介所は､ ｢労
働者によって行われた不十分な業務について､ ユーザー企業との意思疎
通があり､ これにより間接的に労働者に対する監督を行っていた｣ と判
断している

(142)

｡

ｂ) ｢経済的依存性｣ について

ア 柔軟な解釈
一方で､ ｢経済的現実基準｣ の基盤とされる ｢経済的依存性｣ につい
て､ 共同使用者の地位の成否が問題となる場合においていかに解釈され
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るべきであろうか｡ この問題について､ リーディングケースとされた
判決において､ 注文主が直接的に被用者の雇用､ 解

雇あるいは労働条件について支配していないにもかかわらず､ 下請契約
者と注文主の間の交渉の構造あるいは下請契約者の注文主への経済的依
存性から､ 間接的に被用者が注文主に経済的に依存していると判断して
いると言える｡ ここでは､ 判決とは異なる柔軟な解釈が採用
されていると言えよう｡

イ 柔軟な解釈の具体性
｢共同使用者｣ 法理に関する文献が少ないが､ 中には､ 当該法理の展
開を分析している 論文 (注103を参照) がある｡ 論文は､ 裁
判所は複数使用者労働関係における ｢共同使用者｣ 問題の判断に際して､
｢経済的依存性｣ をいかに柔軟に解釈しているかについて､ 次の３つの
側面から分析している｡ 以下では､ その分類に従って､ 典型的な裁判例
の具体的な適用をみる｡
① 賃金等への決定や影響
申し立てられた共同使用者が､ 下請契約者とともに､ 賃金の決定また
は支払方法または税金の支払いについて直接的確実的な支配をした場合
には､ 共同使用者の地位の成立が認められやすい

(143)

(この場合には､ 労働
者の報酬についてある程度具体的な支配が存在しているから､ 裁判所で
は均一の対応がとられている) が､ 申し立てられた使用者が賃金または
税金について現実に影響を与えた､ あるいは下請契約者の財政や財政上
の操作について直接的な影響を与えたような証拠が無い場合には､ 上記
問題は複雑になると考えられる｡
しかし､ このなかで､ いくつかの裁判例において､ 業務下請に伴う雇
用における経済的実質 ( ) を見抜くために､ ｢経済的
依存性｣ の概念の再構成についての試みもみられる

(144)

｡
例えば､ 判決

(145)

と
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判決
(146)

において､ 第９巡回区控訴裁判所は､ 賃金決定の問
題を､ 契約の自由という伝統的な概念の外枠において考慮し､ 下請業に
おける多様な経済的関係を､ 個別的独立的な交渉の結果とみるのではな
くて
(147)

､ 下請業者の注文主への経済的従属性は､ 実質的に下請業者に雇用
された労働者の注文主への ｢経済的依存｣ を意味していることを認めて
いる
(148)

｡
事案において､ イチゴ栽培者らは､ 彼らを雇った下請業者およ

び農場会社の両方の被用者であるか否かが争われている｡ 栽培者らは下
請業者によって決められた賃金を支払われたが､ 裁判所は､ ｢特に意味
深いことに､ 農場会社が最終的に上訴人ら (栽培者ら) の労働への報酬
の額を決めたように見える｣ と判断している

(149)

｡ この判断の理由として､
農場会社が下請業者によって渡されたイチゴの量に基づき､ 支払う報酬
を一方的に決めていたことが挙げられている

(150)

｡
同様に､ 判決において､ 裁判所は､ 農場が農場契約者
への報酬を決めていたことから､ 農場の労働者の賃金に対する影響を認
め
(151)

､ また､ 農場は労働者により多くの賃金が支払われるよう農場契約者
への報酬を上げた

(152)

ことから､ 結論的に栽培者らが共同使用者である農場
に経済的に依存していると判断している

(153)

｡

② 雇用形式や構造への支配や影響
さらに､ ｢経済的依存性｣ の評価の際の重要な問題として､ 誰が賃金
を決定しているのかの問題に加え､ 誰が雇用契約の形式や構造を支配し
ているのかという問題も指摘されている｡ 事案において､ 裁判所
は､ 誰が実際に栽培者と下請業者間の ｢仕事関係 (

) の形式を決定していた｣ かに注目している
(154)

｡ この事案の連邦地裁
判決では､ 栽培者らは農場会社の被用者ではないと判断されたが､ 控訴
裁判所は､ 農場が下請契約者と栽培者の間の契約の形式を決めていたこ
と等から､ 連邦地裁判決の判断が法適用の誤りであると判断している

(155)

｡
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③ 注文主と下請業者の間の交渉
そして､ 下請契約者の注文主との間の重要な事項についての交渉の欠
乏を､ 注文主が共同使用者であるか否かの評価要素として考える裁判例
もある｡ この点については､ 共同使用者問題に関する先例とされた

判決においても､ ｢実質的な変化を伴わない｣ 契約が
重要視されていることは前述のとおりである｡ 同様に､
判決は､ 下請契約者と注文主の間に存在する契約が ｢ほぼ交渉を介さな
い産業の標準｣ 契約

(156)

であることを､ 下請業者の被用者が実質的に注文主
に経済的依存しているか否かの判断要素としている｡
このような判断とは対照的に､ 前述した 判決において､ 下

請取引における重要な決定への支配は､ 抽象的なもので関係のないもの
と見なされていた

(157)

｡ と 判決で､ 第９巡回区控訴裁判
所は､ ｢ビジネスにおける利潤の重要な決定｣ への支配は､ 下請業者の
被用者の労働条件が最終的にどちらによって決定されているかを判断す
るための有効な手段であると認識している

(158)

｡

３) 小括

このように､ 共同使用者の地位の成否という問題を判断する際､ 合衆
国最高裁判所によって認められていた ｢経済的現実｣ 基準およびその基
盤とされる ｢経済的依存性｣ をいかに適用するかについて､ 直接的具体
的な支配を強調し､ 厳格に解釈する裁判例とは対照的に､ 柔軟的に解釈
する方向へ向かう控訴裁判例 (農業労働に関する裁判例に集中しているが)

も存在している｡ これらの傾向を要約すれば､ 注文主の下請契約者への
実質的な支配に焦点を当て､ 下請契約者に雇用される被用者の注文主へ
の経済的依存性を見極める態度がとられていると言える｡
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第３節 ｢共同使用者｣ 問題に適した判断基準への修正

１ 判断要素の多様性

前述したように､ ｢経済的現実｣ 基準の下で多様な判断要素があるな
かで､ 従来の裁判例は､ ｢共同使用者｣ 地位の成否を判断する際に､ 大
きく分けて２つの類型を呈しており､ ｢経済的現実｣ 基準の基盤となる
｢経済的依存性｣ の判断についても､ 異なる法的評価をしていると言え
る｡ しかし､ このなかで､ いくつかの控訴裁判所判決は､ 共同使用者問
題を判断する際､ 従来の判断要素を事案ごとのその場限りの状況を考慮
した上で使ったり使わなかったりすべきであることを強調している

(159)

｡ そ
もそも､ ｢経済的現実｣ 基準それ自体が､ 問題となるそれぞれの事案に
基づいて判断するとされていたが､ これらの控訴裁判所判決は､ 共同使
用者問題の判断において､ 事案の具体性に応じた判断要素の更なる多様
性を方向づけようとした｡ そして､ 特殊な状況に応じた適切な判断要素
を適用すべきであるという見解は､ 共同使用者関係の成否はそれぞれの
事案に基づいて決定されるべきであるとする の行政規則と一致す
るものでもあると考えられる｡

２ 判断要素の適用における修正

１) 判断要素の適用の修正を濃縮した事例

控訴裁判所の上記のような具体性を強調する方向づけを受けて､ 共同
使用者問題に関する裁判例では､ いかなる変化が起きているのかについ
て､ 注目されるアパレル産業における共同使用者問題に関するリーディ
ングケースである1998年の 判決

(160)

をみたうえで､ そ
の変化のイメージを掴みたい｡

判決は､ 従来の裁判例とは異なり､ ｢共同使用者｣
問題に適用されるべき判断要素について厳密に分析したうえで､ 事案の
特殊性に沿って自らの新たな判断要素を提示した点で､ アパレル産業に
おける共同使用者問題を扱う重要な裁判例であると同時に､ ｢共同使用
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者｣ 問題全体にとっても注目すべき裁判例である
(161)

｡ まず､ 本判決では､
従来の裁判例と同様､ ｢経済的現実｣ 基準が適用されることについて異
論が呈されていないが､ いかなる判断要素を評価基準とするかについて､
多くの共同使用者問題に関する裁判例とは異なり､ 細かな分析がなされ
ている｡ その上で､ 本判決は､ 合衆国最高裁判所のリーディングケース
において採用された考慮要素等を含めて､ いかなる判断要素を取り入れ
るべきであるかを､ 具体的に理由を述べて分析している｡

[事実の概要]：
原告である らは､ 訴外 ファミリーが組織するアパレル生産ビジネス

である ｢ ｣ とそれが倒産した後に設立された ｢ ｣ (以下では､ 合わせ
て ｢ ｣ という) に雇用され､ アパレルの生産作業に従事していた｡ ｢ ｣ と
｢ ｣ は､ 婦人服の生産メーカーである被告 と契約を締結し､ 裁縫などの
作業の下請をしていた｡ ファミリーは らを雇用し､ その仕事の遂行を
指揮監督し､ 彼らの賃金と労働時間を決めていた｡ は､ アパレル生産に必要
なすべての材料と完成品の具体的な仕様を提供し､ 生産予定表を決定し､ 生産
マネージャーを通じて生産検査をしていた｡ らは､ が らの賃金と労働時
間について直接的に支配していないものの､ 共同使用者として､ らの ｢ ｣
と ｢ ｣ において支払われるべき割増賃金について共同して責任を負うと主
張した｡

本件の争点は､ が共同使用者の地位にあるか否かである｡ 本判決
は､ 前述のとおり､ 新しく組み合せた判断要素を適用して判断した上で､
結論的に､ らが ｢ ｣ において勤務した期間において､ は ら
の共同使用者であったと認めている｡
本件において､ らと による主張の相違点は､ ｢経済的現実｣ 基準
のいずれの類型を適用すべきかであった｡ はコモンロー支配を中心
とする第１の類型を主張し､ らはより開放的な第２の類型を主張し
た｡ 本判決は､ これらの主張に対して､ それぞれ前述のように (第３章第
２節の１を参照) 批判した上で､ 主に 判決､

判決
(162)

と 判決
(163)

における判断要素を分析､ 結合した上
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で､ 本件における共同使用者問題を判断するための次の７要素を採用し
た｡

①労働者が従事する､ 申し立てられた共同使用者の生産過程または全体のビジ
ネス目標における不可欠な個別的な生産ライン作業の程度
②申し立てられた共同使用者の建物と設備が使用されたか
③労働者が履行した申し立てられた共同使用者のための仕事の程度
④労働者と申し立てられた共同使用者の間の仕事関係の永続性と期間 (雇用期
間の長さではなく､ この関係の規則性を重視)
⑤申し立てられた共同使用者の被用者に対する支配の程度
⑥申し立てられた共同使用者の下請契約の下での責任の､ 労働者のメンバーの
変動に伴う実質的な変化の有無
⑦労働者らの､ 申し立てられた共同使用者から１つの単位としてその他に移転
することができる ｢ビジネス組織｣ の有無

２) 本判決の特徴

本判決の特徴として､ まず､ 新しく提示された判断要素の組み合わせ
が挙げられる｡ ここでは､ 従来の２つの類型の ｢経済的現実｣ 基準につ
いて､ ｢共同使用者｣ 問題における有用性が疑問視された｡ これを踏ま
えて､ 本判決では､ 被用者か独立的契約者かの判断に使われる判断要素
が排除され､ そして､ 従来の２つの類型の基準においてそれぞれ重視さ
れている ｢直接的具体的な支配｣ 及び ｢間接的な経済的支配｣ を結合し､
1947年最高裁リーディングケースにおいて提示された ｢共同使用者｣ 問
題に関する判断要素も取り入れるというアプローチがとられていると言
える｡
このほか､ 本件の産業およびそこに従事する労働者の特徴を背景に､
労働者の ｢経済的依存性｣ への一層の重視も挙げられる｡ ｢経済的依存
性｣ への配慮は､ 具体的に次のようなところに現れている｡
第１に､ 本判決は､ ｢経済的現実｣ の分析の ｢目標は､ 問題となる労
働者らが申し立てられた使用者に経済的に依存しているか否か｣ の決定
であると確認している

(164)

｡ 本件に即して言えば､ 解決しようとする ｢正確
な問題｣ は､ らが のほか､ ｢ある期間において同様に に経済的
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に依存していたか｣ であるとされている
(165)

｡
第２に､ 農業労働における共同使用者に関する裁判例の類推適用に反
対するという の主張に対して､ 本判決は､ 農業労働に関わる裁判例
において採用される要素は本件においても適用可能である理由として､

と公正労働基準法の共通的な目的のほか､ ｢ に関わる裁
判例における労働者の共同使用者への経済的依存性への考慮｣ を特に挙
げている｡ つまり､ ｢生産の個別的な部分に従事する低技能労働者､ 下
請契約者及び主導的な決定権を持つ所有者の間の動的関係は､ これらの
所有者が農場であるか生産メーカーであるかに関係なく非常に類似して
おり､ いずれの場合においても､ 経済的現実基準によって､ 労働者が経
済的に共同使用者に依存していることが証明されれば､ 共同雇用の関係
が存在する｣ とされているのである｡
第３に､ 判決､ 判決及び
判決における判断に類似して､ 本判決は､ 下請業者と注文主のど

ちらが下請契約の条項や利益の重要な決定について支配しているかに焦
点を当てている｡ 具体的には､ の生産に必要な材料の提供における
決定､ 完成品の標準や仕様の決定､ 生産過程における支配や検査､ 生産
予定表の決定などが考慮されている

(166)

｡ 更に､ 本判決は､ が ｢ ｣
への報酬についての一方的な支配を行っていたこと､ 多数の他の契約者
と交換的に取引をしていたことから､ ｢ ｣ の契約交渉における
への経済的従属性を強調している

(167)

｡
一方で､ 本判決は､ 判断要素⑦で､ 労働者が従事する仕事の永続性､
排他性あるいは注文主と下請業者の間の関係の恒常性についても触れて
いる｡ ｢ ｣ の仕事の85 95％は のためであることから､ 本判決は､

と の間の絡み合った関係から ｢ と の会社は､ 時には１
つの統合された経済単位として､ そのため共同使用者として機能してい
た｣ と述べている

(168)

｡
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第４節 自由化された
(169)

｢機能的な支配｣ 判断基準の定立

判決は､ アパレル産業における共同使用者問題
を扱うリーディングケースとして､ 従来とは異なる新しい判断要素の組
み合わせを行うことにより､ ｢経済的依存性｣ をより重視して､ アパレ
ル生産メーカーの共同使用者の地位を認めており､ 大きな注目を集めた
ことは述べたとおりである｡

判決に引き続き､ 近年では､ 公正労働基準法に
おける共同使用者の地位の成否について､ 積極的な判断をしている裁判
例が多くなっている｡ そのうち､ 特に第２巡回区控訴裁判所は､ 2003年
の 判決

(170)

において､ より自由化された判断ルー
ルを立て､ 共同使用者問題に関して注目すべき判断をしている｡ 第２巡
回区控訴裁判所はこの判決において､ 近年の控訴裁判所判決の過度に厳
格な判断を否定

(171)

して､ 早期のコモンローと公正労働基準法の保護的意図
に一致するような分析に復帰したと見られている

(172)

｡

１ 事案

[事実の概要]：
この事案における争点は､ 服装の裁縫と完成作業を下請契約者に請け負わせ
た被告アパレル生産メーカーである が､ 下請契約者の被用者の ｢共同使用者｣
と見なされるか否かである｡ 原告であるⅩらは､ 26人の非英語圏成人アパレル
生産労働者であり､ 下請契約者によって雇用され､ のアパレル生産に従事し
ている｡ らは､ に対して､ 最低賃金と割増賃金の不払いをはじめとする公
正労働基準法違反を理由に提訴した｡ そこで､ らは､ 以下の理由に基づき､
が彼らの共同使用者であると主張した：①彼らは､ 主に のアパレル生産に

従事している､ ②彼らは､ のアパレル生産の不可欠なライン業務を行ってい
た､ ③彼らの仕事は､ 常時､ 直接的に の代理人に監督されていた

(173)
｡ 連邦地裁

判決は､ 第２巡回区の先例である 判決
(174)
に採

用された四要素基準により､ は らの ｢共同使用者｣ ではないと判断した｡
そこで､ らが上訴したのが本件である｡
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第２巡回区控訴裁判所は､ 連邦地裁判決が四要素基準を用いたことが
誤りであったと判断し､ それを破棄差戻した｡ その理由については､ 次
のように述べられている｡ すなわち､ ｢われわれは､ 公正労働基準法に
おける意味の広い言葉遣いから､ 最高裁

(175)

判決で解釈された
ように､ 地方裁判所は､ ある実体が公正労働基準法における使用者では
ないと判断する前に､ この実体の他の者の仕事に対する形式的な支配の
権限 ( ) を超えて考察することが要求されると
考える

(176)

｣｡ 四要素基準は､ ｢不当に の らの仕事の現実の履行に対す
る形式的な支配に焦点を当てており､ 制定法の包括的な言葉遣いとは調
和できない｡ その代わりに､ が共同使用者であるかを判断する際に､
地裁判決は経済的現実を基準に 『活動全体の状況』 を考慮しなければな
らない

(177)

｣｡
そして､ 本判決は､ 判決を部分的に参考し､ ６つの判断
要素を提言し､ 連邦地裁には経済的現実の評価と関連するその他の要素
を考慮する自由があると述べている｡ それゆえに､ 本件控訴裁判所は連
邦地裁判決を差戻し､ 連邦地方裁判所に次の判断を求めている：①本判
決で描かれた６つの要素に関連する事実､ ②それぞれの要素の存在と程
度､ ③これらの要素を適用した後の法的結論､ すなわち､ が らの
共同使用者であるか否か

(178)

｡

２) 判断要素の採用及びその適用

本判決はそれぞれの判断要素について､ なぜ共同使用者問題の判断に
適用するのか､ いかに適用するかについて詳しく検討している｡ そして､
本件控裁判決は､ 判決とほぼ同じような判断要素
を採用しており､ 同様に ｢経済的依存性｣ を重視して判断しようという
立場であるが､ 判断要素の適用についての具体的な分析により､ 裁判所
の新しい考え方を明らかにしていると思われる｡
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ａ) 判断要素の採用

本判決は､ 基本的に 判決及び 判決における判断要
素を参照しながら､ 次の６つの要素を提示している

(179)

｡
① の建物と設備は使用されたか否か
② 下請契約者は､ １つの単位として共同使用者からその他に移転することが

できる ｢ビジネス組織｣ を有したか
③ らが履行した の生産過程における不可欠な個別的ライン勤務の程度
④ 下請契約における義務内容は､ 下請契約者の変動に伴い､ 実質的な変化を

伴うか
⑤ あるいはその代理人の労働者に対する監督の程度
⑥ らは､ 専属的にあるいは主に のために勤務していたか

ｂ) 判断要素の採用理由及び適用に際しての留意点

これらの要素が採用された理由について､ 本判決は､ ｢これらが の
主張を支持するならば､ それは､ ある実体が｣､ 四要素によって判断さ
れる ｢形式的な支配 ( ) がない場合においても､ 労働者
に対して機能的な支配 ( ) をしていることを示す｣ と
述べている｡
そして､ 本判決は､ 主に 判決に依拠して､ それについて

次のように要約している｡ つまり､ そこでは､ 下請業者と注文主の間で
｢実質的､ 独立的な経済目的が存在せず､ それは公正労働基準法やその
他の法律を避けるための口実のようなものである｣ こと､ 下請業者の労
働者に対する形式的な特権 ( ) を超えて､ 注文主が
労働者の労働条件を影響・決定していることが､ 主に上記に述べた判断
要素を通じて､ 明らかにされていると評価している｡
さらに､ これを踏まえ､ 本判決は､ それぞれの判断要素について､ 本
件で争点となっている共同使用者の地位の成否という問題との関係､ 及
びその適用に際して､ いかなるところに留意すべきかについて､ 詳しく
検討を加えている｡ この検討は本判決の最も特徴的な部分であり､ 以下
では､ それについて概観した上で検討したい｡
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要素①について､ ｢建物と設備の共同的使用は､ 共同使用者が につ
いて機能的な支配をしているという推測を支持する｣｡
要素②について､ ｢多くの注文主から取引を求められる下請業者は､
１つの注文主のみにサービスを提供する場合と比べ､ 口実的な下請活動
を行う可能性が低い｣｡
ただし､ ①と②の適用は最小限の検討価値しか有さないことも指摘さ
れている｡ つまり､ ｢建物の共用や数多くのユーザー企業の不存在とと
もに､ 共同雇用関係を判断するための完璧な代用 ( ) に近
いものではない (いずれも合法的な下請関係と一致するから)｣｡ これら
を､ ｢ある経済的関係の経済的現実を明らかにするための始点として利
用できる｣｡
要素③について､ これは ｢すべての下請業関係に含意されていると言
える｣ から､ ｢広範に解釈する｣ のが不適切であるため､ ｢われわれはそ
のように広く解釈しない｣｡ そこで､ この要素の 判決にお
ける適用の意味について､ ｢少なくとも 『被用者としての通常のルート
( )』 である場合には､ 生産ラインにおけ
る勤務は公正労働基準法の下での特別な地位を意味する｣ と解釈するが､
しかし､ 判決は ｢実質的に被用者としての通常のルートに
従う｣ 仕事とその他の区別について確かな指針を提供していない｣｡ ｢わ
れわれは､ この２種類の仕事について､ 明確な区分線が存在しないと考
える｣｡ このため､ 要するに､ ｢要素③の程度を決める際､ 産業における
慣行や従前からの実務 ( ) が
考慮されるべきであると信じる｣｡ さらに､ この要素は､ その他の要素
と同様に独立的ではない｡
要素④について､ ｢ 事案において､ 下請契約者が変動し
ていたにもかかわらず､ 同じ労働者らが同じ場所にて同じ仕事を行って
いた｣ から､ ｢労働者が､ 見せかけの直接の使用者 (

) より､ 食肉処理場のような実体との間の関係に縛られている｣
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場合には､ この要素 (要素④) は､ 共同使用者の決定に肯定的である｣｡
要素⑤について､ ｢これも合法的な下請関係を包括するように間違っ
て解釈されるかもしれない｣ と懸念されていることが指摘されている｡
｢広範な支配は､ らの労働条件 (労働者のスケジュール等を含む) を有
効に支配した場合にのみ､ 共同雇用関係を論証できるのである｣｡ ｢反対
に､ 製品の質や配送時間という下請契約の履行に関する支配監督は､ 共
同雇用の論証にならない｡ というのは､ このような監督は､ 典型的合法
的な下請に関する取り決めに全く一致するからである｣｡
要素⑥について､ ｢申し立てられた共同使用者のための勤務の程度は､
どの判決においても個別的な考慮要素として述べられていない｣｡ しか
し､ これは､ ｢被用者らが専属的にあるいは主に主張された共同使用者
のために勤務した場合｣ には､ ｢黙示的に１つの要素｣ である｡ 他方で､
｢下請業者が単に１つの注文主の大多数の仕事を履行した場合には､ こ
のことを根拠に､ 注文主が使用者としての特権を引き受けた｣ と判断し
てはならない｡ この判断要素は､ 要素②とともに､ ｢下請契約者の特定
の注文者への明白な依存が､ 注文者の下請契約者の被用者への機能的な
支配と解釈されるかについての決定に役立つ｣｡

ｃ) 判断要素の適用における特徴

上述したように､ 本判決は､ 公正労働基準法における共同使用者の地
位を判断するための判断要素の適用について詳しく検討している｡ つま
り､ 本判決は､ 従来の裁判例とは異なり､ 次の２点を明らかにしている
ところに特徴があると言えよう｡
まず､ 合法的なアウトソーシング業とそれ以外のものとを区別する目
的で､ 妥当な適用方法を説明していることである｡ 特に､ 労働者への支
配という判断要素について､ 通常の下請契約の履行の確保のための指揮
監督を超える程度の支配であると解釈される必要が指摘されている｡ こ
れは､ 従来の裁判例の中ではなかった点であり､ 本判決が共同使用者問
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題を違法なアウトソーシングに関わる切実な問題と考えながら合法的な
事業を妨害しない姿勢をとっていることを明らかにしている｡ 具体的に
は､ 本判決は､ 次のように述べている｡ ｢公正労働基準法における義務
は､ 問題となる状況の全体に基づき､ が らの直接的使用者のパー
トナーとしてよりも､ の使用者として機能する場合に限られている｡｣
また､ ｢この基準 (｢経済的現実｣ 基準) は､ 制定法が伝統的なアウトソー
シング関係を包摂するように解釈されないことを確保する｣｡ それゆえ､
｢経済的現実基準は､ 実質的に経済目的を欠くアウトソーシング関係に
ついて指摘することを意図しているが､ 明らかに通常の戦略志向を有す
る下請制度を､ 公正労働基準法の範囲内に持ち込むことを意図していな
い
(180)

｣｡
次に､ 本判決は､ 判断要素の適用の際､ ｢産業の慣行や従前からの実
務｣ を考慮すべきであることを明言しており､ それぞれの特殊な産業に
おいて､ 異なる経済構造や産業的慣行を踏まえた上で､ 具体的な事実判
断に基づいて､ 共同使用者の地位の成否を判断すべきであることを､ よ
り明確に強調している｡

３ 小括

第２巡回区控訴裁判所は､ 2003年の共同使用者問題に関する判決にお
いて､ 公正労働基準法における ｢雇用｣ の定義から､ 四要素のみで共同
使用者地位の成否を判断するという連邦地裁判決のアプローチを明確に
否定し､ 合衆国最高裁判所の先例に従うことを堅持した｡
他方で､ 事案控裁判決は､ 共同使用者問題を判断する際の判
断要素の具体的な適用について精緻的な分析がなされている｡ すなわち､
｢経済的現実｣ 基準を､ 労働者の ｢経済的依存性｣ に基づき適用するこ
とを堅持すると同時に､ 前述した 判決と同じような問題意識か
ら､ 具体的な判断要素を採用する際に､ 共同使用者地位の成否という問
題を､ 被用者か独立的契約者かという ｢被用者性の問題｣ から区別すべ
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きであることが強調されている｡ さらに､ より重要なことに､ ｢共同使
用者｣ 地位の成立がすべての複数使用者労働関係に肯定されるものでは
ないことが明言され､ そのうちの､ ｢実質的に経済目的を欠く｣ ものに
限定されるべきであるとされている｡
その後も､ 公正労働基準法の下での共同使用者問題を扱う裁判例が多
く現れてきており､ 全体の傾向としては､ 直接的具体的な支配のみを強
調する四要素基準または直接的な経済的支配のみを強調するのではなく､

判決や 判決で提示された総合的な判断手法がとられており､
特に､ 申し立てられた共同使用者と労働者の直接的な使用者との間での
関係が判断要素としてほぼ定着してきていると言える｡ 例えば､ 共同使
用者問題を判断する際､ ｢労働者の労務を利用し､ そこから利益を得る
使用者と､ 労働者を雇用して仕事の配分をする側との間の真の経済的関
係を考慮に入れなければならない｣ と明確に述べている裁判例もある

(181)

｡
ただし､ 現在に至ってもなお､ 共同使用者地位の成否についての判断要
素の採用は各巡回区控訴裁判所で全く統一されているとは言えないよう
である｡

注
(102) (2 ) (

2002) 25
(103)

34 291 315
(2003)

(104) 91 1116 (1940年代半ばから､
合衆国最高裁が公正労働基準法とその他のニューディール期の社会的立
法の適用範囲について解釈する時､ 経済的現実基準を適用し､ 申し立て
られた使用者が労働者を雇用し､ 制定法に拘束されるかを判断していた)｡

(105) 332 126 130 (1947) (｢総合的状
態が支配している｣) 331
722 730 (1947) (｢雇用関係の決定は｣ ｢孤立した要素｣ に ｢依存するの
ではなく｣ ｢全体的活動の状態に依存している｣)
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331 704 716 (1947) (社会保障法の適用における雇用関係の決定要
素を解釈するときに､ ｢支配的な要素は存在しないし､ 決定要素のリスト
が完全ではない｣ と判断している)｡

(106) 332 126 (1947)
(107) 814 2 1042 1043 (5

1987) (多要素的経済的現実基準は､ 推定上の被用者らの ｢経済的依存性｣
についての評価､ その状態的基準の全体の基準によって方向づけられな
ければならないと解釈している)｡ 88
3 925 932 (11 1996) (｢それぞれの要素の重要性はその労働者
の経済的依存性についての反映による｣)
835 2 1529 1538 (7 1987) (｢経済的依存性は単なるその他の
１つの要素ではない､ その他のすべての考慮の焦点である｣)

704 2 181 190 (5 1983) (依存性を経済的現実基準
の ｢基準｣ ( ) であると強調)｡

(108) 80 407
(109) 355 3 61 (2

2003) (｢競合する経済的現実基準 ( )｣)
(110) 使用者は､ 被用者が第３者に及ぼした不法行為について代位責任を負

うが､ 独立的契約者の場合には代位責任を負わされない｡
(111) 103 317 (2003)
(112) 835 2 1529 1539 (7

1987) 反対意見 (多要素の分析による判断アプローチ
を､ ｢将来のケースに対してわずかな案内しか提供できない一方で､ 『経
済的現実』 のどの側面が､ なぜ重要なのかという問題を避けているから､
不十分である｣ と批判している)｡

(113) これらの四要素または類似するものを採用した判例として､ 例えば､
172 3 132 139 (2

1999) 163 3 668 675 (1
1998) 735 2 8 12

(2 1984)
704 2 1465 1470 (9 1983)

90 2 1267 1274 ( 2000) がある｡ ただ
し､ この中で､ 被用者か独立的契約者を判断するための裁判例も含まれ
ている｡ また､ 一部の裁判例では､ 四要素基準を適用して被用者や共同
使用者の地位を肯定しながら､ 四要素が排他的ではないとされている
( )｡

(114)
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49 395
403 (2001)

(115) 704
2 1465 1470 (9 1983)

(116) ｢伝統的な経済的現実アプローチ｣ (
) と呼ばれることがある｡ 114

405
(117) 80 407 14 2

414
(118) 114 405 例えば､ 仕事場所と設備

の所有､ 下請業者の互換性などがある｡
(119) 14 2 405 415 ( 1998)
(120) 704 2 1465

(9 1983).
(121) 82 3 37 43 (2 1996) その他の

いくつかの控訴裁判所も同じ考察をしている｡ 例えば､
355 3 61 67 2 を参照 (｢すでに労働者

が一方の使用者に雇用されていることに異論がない場合に､ 他方の実体
が使用者に当たるか否か判断するときに､ この四要素基準は有用である
と考える｣)｡

(122) 103 326 (2003)
(123) これらの要素を採用する裁判例 (すべて全く同じ要素ではないが､ 基

本的に本文で述べている６つの要素を採用している) として､ 例えば､
875 2 802 (10 1989)

840 2 1054 (2 1988)
835 2 1529 (7 1987) 814
2 1042 (5 1987)
757 2 1376 (3 1985) 656
2 1368 (9 1981)
603 2 748 (9 1979)
527 2 1308 (5 1976) ただし､ これらの判断要素は､ 被用者
か独立的契約者の判断において使われることが多く､ ｢共同使用者｣ の問
題においてそれらを直接適用する裁判例が少ない｡

(124) 14 2 405 415 ( 1998).
(125)
(126) この指摘と同じ意味合いを有するその他の裁判例として､

163 3 668 675 9 (1
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1998) (被用者であるのか独立的契約者であるのか裁判所で争われていな
いから､ これらの判断要素に対して疑問視をしている)

355 3 61 67 68 (2 2003)
(｢特定の被用者がすべての使用者に対して独立的であるか否かを決定す
る点にのみ裁判所に有用である｣ としている)｡

(127) 20 3 434 (11 1994)
(128) 103 319
(129) 441 868 1367 1372

( 1994) (農場が労働者に対して直接的または具体的な指示を
し､ 具体的な作業を指定しあるいは全体的に労務遂行に対する監督する
立場に立ったことの証明がないから､ 農場が労働者らに対して直接また
は実質的な支配をしていなかったと判断されている)

(130) ＝ であり､ かつ ＝ であれば､ ＝ が成立するという関係をい
う｡

(131) 20 3 440
(132) 103 319
(133) .
(134) . 本件のほか､ 例えば 169 3 1322 1330 31

(11 1999) も同様の判断をしている ( 判決に基づいて､
農場はまく種の量や収穫する田圃､ 労働者らの賃金率を決める農業契約
者への代金を決定しているから､ 労働者らの賃金の決定においては､ 農
場は農業契約者とともに責任を負うべきであるとの主張を否定している)｡

(135) .
(136) ｢移動的季節的農業労働者保護法 (

)｣､ 農業に従事する労働者を保護するために1983
年に制定された｡

(137) 96 2 578 589 (
1999)

(138) 111 3 641. (｢ は行政規則外の判
断要素について誤った解釈をしているから､ 説得力のある先例ではない｣､
例えば､ ｢ は､ (農場の) 『設備や施設への投資』 という行政規則
外の要素を､ 農業労働者がより農場に依存しているのかそれとも農業契
約者に依存しているかを示すことができないからといって､ 主張された
雇用関係についての分析から排除したが､ このような判断で､
判決は共同使用者法理の背後にある基本的な原則を見落としている：労
働者が同時に１つ以上の実体 ( ) に雇用されることが可能である｣)｡
また､ は1997年に農業労働における共同使用者問題に関する行政規
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則について､ 共同使用者地位の成否を判断するための判断要素を付け加
え､ 柔軟に解釈できるように修正をしている｡ 29 §500 20 (1997)

(139) 代表的な裁判例として､ 322 111
(1944) 331 704 (1947)

332 126 (1947)
331 722 (1947) が挙げられる｡

(140) 103 329
(141) 163 3 668 (1

1998)
(142) 676 111 3 633 642 43 (9

1997) (農場生産者は直接的に労働者を監督している農業契約者とコ
ミュニケーションを維持する場合､ 仕事が完成される前と後の検査権限
を維持する場合には､ 労働者に対して重大な程度の支配をしていると判
断している)

(143) 88 3 925 936 (11
1996) (農場生産者が社会保険や労災保険の控除をしたことをもって､ 農
場契約者が単独で独立的に労働者への賃金と手当てを設定したとは言え
ないとしている) 704
2 1465 1470 (9 1983) (州と郡の行政機関が家庭内労働者の
雇用主である受給者への給付金額を決定したことを重要な要素とみて､
それの共同使用者地位を肯定した) 984

491 498 ( 1997) (控裁でその他の理由で破棄され
た､ 212 3 269 (5 2000)) (郡は､ 郡保安官に対して雇用と解
雇する権限がないが､ 保安官局への資金を配分し､ ｢割増し賃金のための
資金を許可する最終的な権限｣ を有するから､ 郡保安官の共同使用者で
あるとされた).

(144) 103 331 333
(145) 603 2 748 (9 1979)
(146) 111 3 633 (9 1997)
(147) 103 331 333
(148) 111 3 642 43 603 2 755 56
(149) 603 2 756
(150)
(151) 111 3 638 643
(152)
(153) しかし､ 裁判官はこの推論に反対意見を述べている｡ つ

まり､ 労働者がより多くの賃金が得られるために､ 農場は農場契約者へ
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の報酬を増やしたが､ 農場は農業契約者に ｢特定の賃金の支払い｣ を
｢要求する｣ ｢証拠｣ がないとしている ( 647 ( 反対
意見))｡ また､ 下請契約者が ｢労働者に対する賃金の賃金率と支払い方
法を決める単独的な権利を有し｣､ ｢自分が選択する賃金率で支払うこと
は自由である｣ と述べている｡

(154) 603 2 756
(155)
(156) 111 3 643

527 2 1313 (農場と農場契約者間の契約は､ 農場が契約者に雇用
された農場労働者の共同使用者であることを示す１つの要素であるとし
ている｡ なぜなら､ ｢この契約は産業における標準であり僅かな交渉しか
含めていない｣ からであるとしている)｡

(157) 20 3 439 40
(158) 111 3 644 (9 1997) 603 2

754 55 判決は､ 農場が間接的にもイチゴ栽培に関する重要な決定
をしていたことが､ その共同使用者地位の証拠の１つであるとしている｡

判決と一致して､ 第９巡回区控訴裁判所は 判決にお
いて､ 農業生産における主な決定についての農場生産者の支配は､ 農場
生産者が農業契約者に雇用され､ 監督された労働者の共同使用者である
ことを支持する判断要素であるとしている (これらの決定は全体の収穫
スケジュールと種まき期日についての決定を含む)｡

(159) 32 3 71 76 (4 1994) (裁判
所の ｢６要素リストは徹底的ではなく､ 最終的な決定はすべての関係事
実についての考量による｣ としている) 111
3 639 ( 704 2
1465 1470 (9 1983) 判決を一部引用 ｢裁判所は､ 主張された公
正労働基準法の下での共同雇用関係における 『経済的現実』 を評価する
際に､ 『特別の状況に関する』 すべての要素を考慮すべきである｣).

(160) 14 2 405 ( 1998).
(161) 本判決は連邦地裁判決であるが､ それ以降､ 連邦控訴裁判例を含むそ

の他の多くの裁判例は類似する判断要素を採用するようになった｡ 本判
決が１つのきっかけとなって､ ｢共同使用者｣ の地位の成否に関する判断
基準は､ 少しずつ修正されていると言えよう｡

(162) 840 2 1054 (2 1988).
(163) 111 3 633 (9 1997)
(164)
(165) 14 2 405 420 ( 1998) (
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88 3 925 937 (11 1996) が引用され､ ｢共
同使用者のケースにおける問題は､ 被用者が独立的契約者あるいは注文
主のどちらかにより経済的に依存しているかを判断して､ 勝ったほうが
使用者としての責任を免れるということではない｣).

(166) 408 410 420 21
(167) 409 422
(168) 422 しかし､ 本判決は､ 共同使用者のために行われる仕事の排

他性について､ ｢本法廷が認識している事案においては独立した要素とし
て描かれていなかった｣ として､ 本件においてもこれを重要な判断要素
としていない｡

(169)
10 447 451 (2006)

(170) 355 3 61 (2
2003)

(171) . 69 71.
(172) 168 451
(173) 65 66
(174) 735 2 8 (2 1984) 355 3 67 (

735 2 12)
(175) 331 722 (1947)
(176) 355 3 69
(177) 71 ( 331 33

366 28 (1961))
(178) 76
(179) 72
(180) 75 76
(181) 255 2 184 193

( 2003).

むすびに代えて

本稿は､ 労働者派遣や業務下請をはじめとする複数使用者労働関係に
ついて､ 派遣元・派遣先や注文主・下請業者という両使用者の間におい
て､ いかに使用者としての責任を帰属させるかという問題関心から､ 主

アメリカにおける ｢共同使用者｣ ( ) 法理について (鄒 庭雲)467110



( )

にアメリカにおける ｢共同使用者｣ 概念とその法理を検討対象とし､ 当
該概念が現れる経緯及び雇用・労働法領域における適用の発展､ 特に公
正労働基準法における適用に際しての判断基準の変遷を中心に検討して
きた｡
以下では､ 本稿の検討で得られた知見をまとめ､ 今後の課題を示して
おきたい｡

１ ｢共同使用者｣ 法理の目的・本質

１) ｢共同使用者｣ 概念の経緯

｢共同使用者｣ 概念は､ 今日のアメリカにおいて､ 特に複数使用者労
働関係が関わる雇用・労働法領域において広く適用されているが､ その
関連する概念は次の経緯を有している｡
まず､ コモンロー不法行為代位責任に関する裁判例において､ １人の
個人が､ 同時に２人の異なる主人 ( ) の使用人 ( ) であ
ることは全く不可能ではないと認められるようになり､ これにより､ １
人の被用者が同時に２つの使用者に雇用されることは不可能という主張
が暗黙的に否定された｡ このような認識に伴い､ ｢共同使用者｣ 概念は
登場したのである｡
そして､ 割増賃金規定の徹底的な適用のため､ は､ 解釈通告に
おいてはじめて ｢共同雇用｣ という概念を用いて､ ２つの雇用関係が切
り離せないと認められる場合には､ 労働時間が通算され､ 両使用者は共
同して割増賃金支払い責任を負うとした｡ 後に､ この概念は裁判例にお
いても採用された｡ 裁判所では､ ２つの雇用が共同雇用か個別の雇用か
が判断されるが､ 親子会社の場合､ 一方の使用者が他方の使用者の利益
のために行動する場合､ あるいは両使用者間で被用者の交換についての
取り決めが行われるなどの場合に､ 共同雇用関係は認められやすいと思
われる｡
また､ ２つの雇用関係における労働時間の通算のための ｢共同雇用｣
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概念のほか､ ほぼ同時期に､ 公正労働基準法の下で､ 注文主と下請業者
とも使用者に該当するか否かが問われる裁判例が存在していた｡ 裁判所
は､ 下請業者が真の使用者である場合には､ 労働者と下請業者の間の雇
用契約の存在が大きな意味を有するから､ 注文主が労働者の雇用契約の
締結に関与していない限りにおいて､ 使用者に該当しないと判断してい
た｡ 同時に､ 裁判所は､ 下請業者が注文主の代理人である場合には､ コ
モンロー代理法理に基づいて､ 労働者が､ 適切な主張に基づきそのうち
の一方に対してしか提訴できないとしている｡
その後､ ｢共同使用者｣ 法理は､ 労使関係法の領域において定着し､
さらに､ 各労働法規や雇用差別禁止法において適用されるようになった｡
この場合には､ 雇用契約の一方当事者である使用者以外の者が各制定法
の下で ｢使用者｣ に該当するか否かが問われる｡

２) 法的環境 (｢共同使用者｣ 法理の可能性)

｢共同使用者｣ としての地位が認められるか否かは､ それぞれの制定
法ごとに､ 微妙に異なる判断基準で判断されているが､ 判断の根本的な
基準は､ 各制定法の目的の達成である｡ つまり､ 誰 (複数可能) が各制
定法上の使用者に当たるのかという問いに基づいて､ ｢共同使用者｣ と
いう法理が展開されてきたのである｡ 最初に ｢共同使用者｣ としての地
位を認めた合衆国最高裁判決で分かるように､ 裁判所は､ 制定法におけ
る使用者の定義に関する広範な解釈に基づいて､ ｢共同使用者｣ 関係の
正否を判断しているのである｡
このためか､ なぜ既に１つの雇用契約が存在しているにもかかわらず､
それ以外の使用者に責任を課すことが必要で､ 論理的に可能なのかにつ
いてあまり意識されていないように見える｡ つまり､ 論理的には､ この
問題に答えることは必ずしも必要ではなかったのである｡ この点は同時
に､ 被用者性または使用者性の判断と共同使用者問題の判断が混同され
ていた一因でもあると思われる｡
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しかしながら､ ｢共同使用者｣ 法理の実質は､ 各制定法における使用
者の広い定義であるとは言えない｡ というのは､ 裁判例は､ 共同使用者
の判断を被用者性の判断から区別し､ 具体的な判断基準をもって､ ユー
ザー企業に使用者としての責任を拡張できるかを判断する傾向にあるか
らである｡

３) 法理適用の目的

｢共同使用者｣ 法理の適用は､ 使用者としての責任をユーザー企業ま
で拡張するという目的を有している｡ しかし､ アメリカ法の特徴ともい
え､ 注目されるのは､ 複数使用者関係における業務下請や労働者派遣契
約の濫用により法の適用から潜脱するよう仕掛けられたビジネス構造を
阻害すること､ ユーザー企業の責任が過度に厳格化されることへの懸念
が意識されていることである｡ このため､ ｢共同使用者｣ 法理が単なる
｢ ｣ を追及するため､ １つの法技術として利用されている
のではない｡ むしろ､ 合法的でないビジネス構造の契約的仮面を取り除
くと同時に､ 通常の合法的なアウトソーシングなどのビジネス構造を尊
重する態度がとられ､ 複数使用者間の ｢実質的な経済目的｣ の有無が判
断基準とされていることなどからも分かるように､ 公正な競争を促進す
るという目的がみられる｡ ｢共同雇用｣ という場合の労働時間の通算の
問題においても､ さらに､ 公正労働基準法が制定されるようになったこ
と自体においてみられるこの目的は､ 複数使用者労働関係における使用
者責任の帰属問題においても同様である｡ すなわち､ 複数使用者労働関
係における労働者への救済とは異なる側面において､ あるいはそれより
も､ これらの就業形態が多く利用されている労働市場における企業間の
公平性を保つことに､ ｢共同使用者｣ 法理の適用の目的と本質がある｡

２ 判断基準

｢共同使用者｣ 法理の適用に際して､ 最も重要で､ 当事者間において
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も争われているのが､ その判断基準である｡
賃金・労働時間を規制する公正労働基準法に関しては､ ｢経済的現実｣
基準が採用され､ ｢経済的依存性｣ を基盤とする判断基準が適用されて
いる｡ ただし､ 具体的な判断に際して､ ｢具体的かつ直接的な支配｣ を
強調するアプローチ､ 及び労働者の使用者への ｢経済的依存性｣ を強調
するアプローチという２つの類型が現れ､ 具体的な判断に際して分岐を
呈していた｡ そこで､ 近年では､ ｢共同使用者｣ の地位の正否を判断す
る際､ 裁判所は､ 労働者の使用者への ｢経済的依存性｣ の判断を重視し
て､ これを被用者性の判断から区別して判断している｡
そして､ ｢共同使用者｣ 地位の成否について判断する際､ 裁判所は､
ユーザー企業と下請業者等の間の関係 (業務下請契約に関する交渉状況､
下請契約の内容が下請業者の変更による変動の有無､ 下請業者が１つの
ユーザー企業からその他に移転するビジネス組織を有するか､ またはユー
ザー企業の労働者と下請企業間の雇用契約への影響) などを判断要素と
している｡ また､ 通常の下請業の慣行との区別､ 産業構造や慣行等も考
慮に入れている｡
すなわち､ アメリカにおいては､ 労働者がユーザー企業に経済的に依
存または従属していることのみをもって､ ユーザー企業の責任を判断す
るのではなくて､ ユーザー企業と下請企業の間の過度な ｢経済的依存｣
をみることにより､ ユーザー企業がその経済的優位性を不当に利用して
｢機能的に｣ 労働者を支配しているかを判断するのであり､ 複数使用者
労働関係全体を１つのまとまりとして捉えて評価する姿勢を取っている
と言える｡ また､ 具体的な判断は､ ユーザー企業の行使した通常の下請
契約の履行に関する監督を超える程度の指揮監督が強調され､ 通常の業
務下請慣行との区別を意識しながら行われる方向にある｡

３ ｢共同使用者｣ 法理のメリットと限界

｢共同使用者｣ 法理は､ アメリカにおける法的構造および実際の背景
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に適応して発展してきており､ 複数使用者労働関係における労働者への
保護や救済に重要な役割を果たしている｡
｢共同使用者｣ 法理は､ 業務下請か労働者派遣かまたはその他の就業
形態の特殊性に関わらず､ 複数使用者が関わる雇用関係全般にわたって
適用されうる｡ このため､ 就業形態を形式的に操ることで法理の適用か
ら潜脱する可能性が少なく､ 必要性も乏しい｡ また､ 上に述べたように､
｢共同使用者｣ 法理は､ それぞれの制定法の目的に応じて､ また産業ご
との特殊性､ 合法的就業形態との区別まで考慮して柔軟に適用されてお
り､ さらに責任の帰属に関しても制定法ごとに異なっている｡ つまり､
当該法理は､ 労働保護法や雇用差別禁止法等において就業形態にかかわ
らず普遍的に適用されながら､ 制定法ごとに柔軟に適用されているので
ある｡
｢共同使用者｣ 法理の下では､ 雇用契約の当事者でない者は､ 一定の
判断基準の下で､ 契約のラベルを超えて､ 自分の被用者でない労働者に
対して､ 雇用契約の当事者と共に責任を負わされる｡ このため､ アメリ
カでは､ 複数使用者労働関係に関する特別立法が存在しないにもかかわ
らず､ 労働者に対するある程度の保護が法的に保障されている｡
しかし､ 他方で､ ｢共同使用者｣ 法理の下では､ 各法律の目的に応じ
て､ 同じ制定法の下での判断基準自体が基本的に統一されているが､ 具
体的には多要素による分析がされているため､ 同じ巡回区控訴裁判所に
おいても､ 事案ごとにニュアンス的に異なる判断となることがある｡

４ 今後の課題

｢共同使用者｣ 法理が各労働法規に適用される概念であること､ また､
本稿の検討対象を ｢共同使用者｣ 法理の最低賃金と労働時間を規制する
公正労働基準法の下での適用に限定していることで､ 本稿の検討は複数
使用者労働関係における使用者責任の帰属という問題設定の中の一側面
しか反映できていない｡ しかし､ 本稿での検討を通じて､ 複数使用者労
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働関係における使用者の責任の帰属について､ 複数使用者間の実質的な
関係を１つの重要な側面として分析すること､ 公平な競争を促進すると
いう法目的の位置付けの意義に目を向けることの可能性や意義は示せた
かと思う｡ 今後､ 本稿での検討を契機として､ 複数使用者労働関係にお
いて､ 使用者間の関係を含めて､ いかなる法的原則や判断基準に基づき､
様々な義務を負う使用者を特定できるかについて検討を行う必要がある
と考える｡
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